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開議 午前１０時０１分 

 

◎開議の宣告 

○議長（疋田俊文） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は13名で定足数に達しておりますので、平成27年第３回定例会を再開

いたします。 

  これより本日の会議を開きます。 

 

────────────────────────────────────────────────── 

 

◎一般質問 

○議長（疋田俊文） 本日の日程は一般質問です。 

  それでは、受け付け順に質問を許します。 

 

────────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 西 村   潔 

○議長（疋田俊文） １番目に、西村 潔議員、登壇の上、質問願います。 

○９番（西村 潔） 議長。 

○議長（疋田俊文） 西村議員。 

（９番 西村 潔 登壇） 

○９番（西村 潔） それでは、議席番号９番、西村 潔が今回５つの課題について質問いた

します。 

  まず、１番目、新しいといいますか、（新）行財政健全化５カ年計画について質問いたし

ます。 

  平成26年度末の国の長期債務と地方の債務の合計が1,000兆円を超えております。減るど

ころかますます増えている一方でございます。河合町の地方債の発行残高も、26年度末では

131億円に達しておるわけです。国は財政破綻を避けるために６月に財政健全化計画を作成

しております。あらゆる分野で事業の見直しや歳出の削減を行おうとしているわけです。特
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に、社会保障にかかわる給付の見直しとか削減は避けて通れないというような状況でござい

ます。他方、基礎自治体である河合町の財政健全化を急いで行う必要があるんではないかと

思います。そのためには、少なくとも５カ年計画を作成して、住民や職員さんの理解を得な

ければならないと思っております。このことから、河合町は行財政健全化に対しどのような

計画やお考えがあるのかをお聞かせください。 

  具体的には、まず１つ、平成28年度から32年度の５カ年の計画策定を提案したいと思って

おります。これについて、河合町のお考えや決意をお聞かせください。 

  ２、また、計画策定に当たり具体的な目標として、単年度黒字を１億円、５年後の財政調

整基金の残高を10億円のこの実現に向けて、歳出とか歳入の見直しを行う、それを実行する

上で河合町の課題は一体何なのかをお聞かせください。 

  ３、計画作成する上で、今後５年間の歳入及び歳出の財政のシミュレーションを策定して

いただきたいと思っておりますけれども、そういうお考えがあるかどうかをお答えいただき

たいと思います。 

  次に、２番、マイナンバー、社会保障と税の共通番号の導入について質問いたします。 

  まず、１つ目、来年の１月導入に向けて、10月には世帯ごとに通知カードが送られるわけ

です。その後、住民が行う手続はどのようになるのかということです。マイナンバーを記載

する業務とか書類はどんなものがあるのかどうか、我々一般住民にとって、例えば税務関係

とか健康保険とか厚生年金保険とか介護保険とか、あるいは子供の支給とかいろいろ出てく

ると思います。これについて説明をお願いしたいと思います。 

  ２番目、住民と、あるいは民間企業、また自治体にとってメリット・デメリットは一体ど

ういうことなのかということについて、まとめていただきたいと思います。 

  ３番目、今後は、国・地方自治体の行政事務にこのマイナンバー制度を導入することでど

のような影響が出てくるのかということです。当然出てくると思います。また、我々個人と

して、所得や金融資産の透明化は今後避けて通れないと思います。どのような展開になるの

かということを考えておられるのか、教えていただきたいと思います。このことによって、

住民の負担、例えば税の負担とか医療や介護のサービスの負担にどんな影響が出てくるのか、

全く出てこないのか、出てくるのか、これについても言及していただきたいと思います。 

  ４番目、個人情報保護の視点に立った場合、行政側は管理体制を明確にするために新たな

条例は必要かどうかと、必要と思われておられるのかどうか、町の所見をお聞かせください。 

  ５番目、公務員、あるいは民間企業等による個人情報漏えいというのが当然予想されます。
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それによって、住民の精神的、金銭的損害について、補償制度はどのようになるのかという

ことです。漏えい防止対策としては当然やっておられると思いますけれども、例えばシステ

ム対応、マニュアルの作成、研修の徹底、あるいは職員の複数ダブルチェック、こういう体

制をどのように今考えておられるのか、検討されておられるのかをご質問したいと思います。 

  次、３番目、在宅介護利用に対する市町村の役割と責任の範囲について質問いたします。 

  実は国は、以前からですけれども、特に最近強く言っておりますが、施設から在宅へとい

う方針を打ち出しております。これは介護保険の理念なんです。当初からの理念なんですけ

れども、さらにそれを、そういう方針を強く打ち出しているわけです。現場を預かる市町村

が果たす役割というのはどのように認識しているのかということです。 

  これについて、まず１つ目ですけれども、厚生労働省の推計では、10年後の25年度には、

在宅介護の利用者は今現在352万人いる人から491万人と４割増えるということなんです。介

護職員は、当然2000年の介護保険始まって以来増加しているものの、人材不足が指摘されて

おります。理由としては、景気の好転で産業界の雇用改善が進んでいるわけです。介護業界

の新規採用は非常に厳しいという状態が続いております。特に、男性介護職員の給与水準は

極めて低いと、今後ますます人材不足が予想されるんじゃないかというふうに思っておりま

す。 

  次、２番目、低賃金とか人不足を脱却する上で、国とか市とか町とか村は一体どういう役

割を果たせるのかということです。中小の事業所、全国の事業所は中小が多いんです。この

中小の事業所の経営のマネジメント力というのは非常に他産業に比べると低いわけです。賃

金が上がっていく仕組みがなかなかとれないという現状でございます。現在、国は処遇改善

をしているわけです。この処遇改善では多少のインパクトはあるものの、根本的な改善につ

ながっていないのではないかと思っております。介護職員の賃金を全産業レベルまで引き上

げる施策は本当にあるのかないのか、ないんかどうかです。それから、介護職員が定着する

ための環境整備やその他の手だてはあるのかどうかということです。 

  次、３番目、そこで具体的になるんですけれども、在宅ケアを促進する上で市町村が一体

何ができるかということです。 

  まず、１つ目、介護職員養成の支援ができるんかどうかです。例えば、河合町単独で行え

るか、あるいは７町の広域で行うのか、あるいは県や国が行うのかということについて、視

点をどのように持っておられるかをお答えください。 

  それから、もう一つ、２つ目なんですけれども、専門職との連携体制構築のための施策は
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どのようなものがあるのかということでございます。 

  ３番目、これは高齢者が、ある地域に一緒に住むと、まとまって住むと、これは地域集住

ということなんですけれども、これを図るための施策、町ができるのか、あるいは７町がで

きるのか、あるいは県ができるのかということです。こういう視点を持っておられるのかど

うかということです。 

  人口の減少に伴いまして、コンパントシティ化を目指して人口集中化を図るため、都市計

画などで行政施策を行っている市町村は既にございます。高齢者が集まって住みやすい地域

づくりが今後もますます必要になってくるのではないかと思います。例としては、例えば空

き家を活用するとか、あるいは徒歩が可能な住環境にするとか、あるいは公共交通の利便性

を高めるとか、河合町でも可能だと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

  ４番目、これは先ほどちょっと触れましたけれども、国や県が行うべき内容とはどういう

ものがあるのかということで、河合町として何を考えておられるかということです。 

  次、４番目、平成26年度決算について質問いたします。 

  まず、１つ目、確定した、もう確定しておりますけれども、実質収支額は一体幾らになり

ますかと、もう一回確認したいと思います。それから、単年度収支の赤字額は幾らか。その

単年度収支が赤字になった主な要因とは一体何なのかということです。 

  それから、２番目、まず財政調整基金の残高、経常収支比率、将来負担比率について公表

をお願いしたいと。そこで、この数値につきまして、近隣７町または県内、あるいは全国に

おいて河合町は一体どれくらいの位置にあるのかと、いいのか悪いのかということについて

です。もし、26年度決算で資料があってできるんであればお答えいただきたいと思います。

なければ25年度決算で資料を提供していただきたいと思います。 

  ３番目、決算の課題、26年度決算を行うことで一体どんな課題があってどんな問題があっ

たのか、27年度予算にどういう影響が出てくるのかということについて回答お願いしたいと

思います。 

  次に、５番目、河合町の農業活性化の促進策の現状について質問いたします。 

  10年後の農業をイメージしたとき、高齢化により担い手がすっかりいなくなって、農地が

荒れ放題になるのではないかと危惧しているわけです。農地は国土の財産です。国の財産で

す。資源であり、活用次第では宝物になると考えております。それぞれの市町村や住民がみ

ずから立ち上がり、アイデアを出していけば、日本の農業は大きな産業になると考えており

ます。そこで、今問題になっているのが、行政のお考え聞かせていただきたいと思います。 
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  まず、現状分析として、１、河合町の農地はどのような状態になっているのかということ

を教えてほしいと思います。まず、耕作地と放棄地の面積はどれくらいあるのか、その割合

はどの程度なのか。それから、稲作を行っていない水田があるのかないのか、その面積。そ

れから、水田から転用した畑地とか、こういう面積がどのくらいあるのか。 

  ２番目、農家とか耕作者の現状について教えてほしいと思います。 

  まず耕作者の人数です。年齢、その年齢構成、65歳以上なのか65歳以下の人たちの人数。

それから②農家、耕作者の意識や環境はどのようになっていますかということです。３、今

のままで推移した場合、10年後の農業に従事する人数は河合町ではどれくらいいらっしゃる

かということです。 

  ３番目、活性化の現状。 

  ①農地を物理的に集約することは困難だと思います。しかし一元管理は可能だと思ってお

ります。そのための仕組みづくりや構想はどのようなものがありますか。②農地の管理を行

うに当たって、農事組合法人、あるいは農業法人等の設立の機運はあるのでしょうか。現状

はいかがでしょうか。 

  ４番目、現在または今後のことを考えまして、役場や農業委員会はどのような目標を持っ

て、ビジョンを持っているのかということです。民間企業の参入をしやすくするための農地

法の見直し、あるいは改正について、当事者のお考えはどのように考えておられるのかにつ

いてご回答をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○財政課長（上村卓也） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 上村財政課長。 

○財政課長（上村卓也） 私のほうからは、１番目、（新）行財政健全化５カ年計画について、

そして、４番目の平成26年度決算についての説明をさせていただきます。 

  まず、１つ目の１番、５カ年計画策定に向けた河合町の決意についての質問ですが、本町

では、平成17年度より財政健全化計画に基づき、行財政全般にわたる見直しを行った結果、

それ以降も、健全化計画で達成できなかった項目を含め、徹底した自主財源の確保や経費の

節減、合理化に取り組んでおります。５カ年計画の策定に向けた決意ということですが、ま

ず、これまでの健全化の取り組みを継続的に進める必要があると考えております。その上で、

社会経済情勢の動向や地方財政対策の大きな転換、また、新たな財政需要の発生などにより

財政収支の見通しが厳しくなった場合には、新たな計画の策定も視野に入れた計画の見直し
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が必要であると考えております。 

  次に、２番目の具体的な目標についてですが、一般会計の単年度収支が18年度以降、22年

度と25年度を除き赤字が続いていることから、まず、単年度収支で黒字を維持することを一

つの目標としております。そのため、今後も健全化計画を継続して確実に実行し、さらなる

歳入の確保や歳出の削減に取り組む必要があると考えております。 

  次に、３番目のシミュレーションの作成についてですが、シミュレーションの作成につき

ましては、安定した行財政運営を行っていく上で必要であると認識はしております。しかし、

目まぐるしく変動している現在の社会情勢の中で、国の政策や制度における大幅な見直し、

また、本町で現在検討しております地方版総合戦略や公共施設見直しなどにより、今後の計

画が大きく変わることも推測されるため、シミュレーションにつきましては一定の方向性が

出た時点で策定を検討したいと考えております。 

  続きまして、４つ目の平成26年度決算についての説明をさせていただきます。 

  まず、１番目、実質収支額及び単年度収支の赤字額とその主たる要因につきましては、26

年度の一般会計決算額は、歳入65億5,823万5,000円、歳出64億4,677万8,000円で、歳入歳出

差引額は１億1,145万7,000円、そして、歳入歳出差引額から翌年度繰越財源73万1,000円を

差し引いた実質収支額は、１億1,072万6,000円の黒字決算となっております。また、実質収

支額１億1,072万6,000円から前年度繰越金１億5,217万円を差し引いた単年度収支では、

4,649万1,000円の赤字決算となっております。 

  なお、単年度収支が赤字決算になった要因としましては、歳入面で個人住民税の減少が続

くなど、主要な一般財源の確保が依然厳しい中、歳出面で福祉や医療費関係経費の増加や、

三セク債の償還開始など、財政需要が増加したことによるものと考えております。 

  次に、２番目の平成26年度決算での財政指標の各数値、それと比率についてでございます

が、まず、財政調整基金の残高につきましては、26年度末で４億1,231万1,000円、対前年度

96万1,000円の増額となっております。なお、比較につきましては、現在26年度が未公表と

なっているため25年度で比較させていただいた場合、25年度河合町の財政調整基金の残高は

４億1,135万円で、近隣７町で２番目に少なく、県内39団体で３番目に少ない額となってお

ります。 

  次に、経常収支比率につきましては、26年度で99.0％、対前年度2.9％増加しております。

同じく25年度で比較させていただいた場合、25年度河合町の経常収支比率は96.1％で、近隣

７町で最も高く、県内39団体で８番目、全国1,742団体では107番目の高い比率となっており
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ます。 

  次に、将来負担比率につきましては、26年度で246.1％、対前年度8.4％減少しております。

同じく25年度で比較させていただいた場合、25年度河合町の将来負担比率は254.5％、県内

39団体で最も高く、全国1,742団体では５番目に高い比率となっております。 

  続きまして、３番目の決算の課題、問題点及び27年度予算への影響につきましては、26年

度一般会計決算の実質収支額は１億1,072万6,000円の黒字決算となりました。しかし、歳入

面で人口減少や住民の高齢化などの影響により、個人住民税は年々減少傾向にあり、町税な

どの主要財源の確保が課題となっております。また、27年度予算への影響としましては、地

方交付税の先行きも不透明の中、町税等を含めた一般財源収入の減少や、増え続ける社会福

祉関係経費など、また、国の新たな施策や制度改正の対応などにより、財源が不足した場合

は決算剰余金を含めたあらゆる財源をもって補塡する必要が生じることも考えられます。 

  以上でございます。 

○福祉部次長（門口光男） 議長。 

○議長（疋田俊文） 門口次長。 

○福祉部次長（門口光男） 私のほうからは、２点目のマイナンバー、この手続についてお答

えいたします。 

  平成27年10月５日の時点で住民票に記載されている住民に個人番号が付番され、地方公共

団体情報システム機構、いわゆるＪ－ＬＩＳから世帯主に対して、通知カード、交付申請書、

返信用の封筒並びに説明書が簡易書留で送付されます。カードを希望される方は、同封され

た交付申請書に必要事項を記入し、裏面に写真を張りつけＪ－ＬＩＳへ返送していただきま

す。カードを希望された方は、平成28年１月から、順次Ｊ－ＬＩＳから町のほうにカードが

送付され、その後、希望された方に町のほうから交付についての案内をお送りいたしますの

で、住民福祉課の窓口にお越しいただき、本人確認の上、個人番号カードを受領していただ

くことになります。その際に、通知カード、これは返納いただくカードとなります。運転免

許証等の本人確認、印鑑、町からお送りした交付の通知書、また、現在住民基本台帳カード

をお持ちの方は持参していただくこととなります。なお、カードの受領の際には、なりすま

し等を防ぐため、個人番号カード用の暗証番号が必要となります。 

  以上です。 

○総務部次長（木村光弘） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 木村総務部次長。 
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○総務部次長（木村光弘） それでは、私のほうからもマイナンバーについて、今福祉次長が

答えられた以外の部分でお答えさせていただきます。 

  まず、マイナンバーを記載する業務や書類等はどのようなものがあるのかということです

が、平成28年１月からマイナンバーの利用が開始されます。これによりまして、確定申告な

どの税の手続、年金、雇用保険、医療保健、介護保険の手続、また、生活保護、児童手当そ

の他福祉の給付などで、申請等にマイナンバーの記載を求められることとなります。また、

税や社会保障の手続におきましては、事業主が個人にかわって手続を行うこととされている

場合もありますので、このため、勤務先でマイナンバーの提出を求められる場合等もござい

ます。 

  次に、マイナンバー導入のメリット・デメリットでございますが、メリットにつきまして

は、行政の効率化、いわゆるマイナンバーの利用により他の行政との情報の照合や転記作業

などがなくなり無駄な時間が削減されます。２つ目に、国民の利便性の向上、これは、年金

受給、雇用保険などの手続の際、年金番号や雇用保険番号がわからなくても、マイナンバー

表示することにより行政が情報を得ることができるようになります。これにより添付書類の

削減など行政手続も簡素化され、国民の負担も軽減されます。次に、あと一つですが、公

平・公正な社会の実現、これは、いわゆる給与支払い者や報酬支払い者もマイナンバーを表

記するため、行政での所得の管理が簡単になり、このことによりまして、税金を免れること

や不正な受給を防止することができます。実際にこれにより本当に困っている方へのきめ細

やかな支援ができるということになっております。 

  デメリットにおきましては、まず、マイナンバー制度導入で心配されていますのが個人情

報の漏えい、プライバシーの問題、国が全ての個人情報を一元管理するのではないか、また、

余りにも多くの情報がひもづけされると、万一流出してしまった場合のリスクも大きくなる

というようなことが挙げられます。 

  それと、マイナンバー制度における企業のメリットということでしたが、マイナンバー制

度におかれまして法人番号を付された企業としてのメリットとしましては、取引先の情報の

集約や名寄せ作業を効率化できると。新設事業者への営業の効率化、また、新規取引先の実

績、資格確認の簡素化などが挙げられております。 

  デメリットとしましては、雇用している従業員のマイナンバーを管理することの負担が大

きくなることだと言われております。 

  次に、行政事務への影響でございますが、マイナンバーが導入されますと、各機関が管理
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する個人情報が同じ人の情報であることを正確に確認でき、各組織間で個人情報をやりとり

する際には、データの共有や連携がスムーズに行われるようになり、マイナンバーによって

事務の時間短縮になります。手間と時間がかからなくなれば、その分の人的なミスも発生す

るリスクも軽減できることになるとは思っております。 

  次に、個人情報保護の視点に立った場合の新たな条例についてでございますが、町が保有

するマイナンバーを内容に含む個人情報、いわゆる特定個人情報の保護につきましては、行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法に

よる特定個人情報の保護措置の趣旨を踏まえまして、同様の措置を行うことが求められてお

ります。このことから、本町におきましても特定個人情報の適正な取り扱いを確保するため

に、現行の河合町個人情報保護条例の改正を本定例議会に上程しております。 

  次に、個人情報漏えいに起因する住民の損害についての補償制度についてでございますが、

まず、行政や企業などが個人情報を流出した場合、個人情報を適正に管理していなかったと

して民事上の賠償責任を負う可能性がございます。企業の場合につきましては、情報流出に

よって被害を受けた対象者に対して民法の不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになり

ます。行政の場合につきましては、国家賠償法の規定により、国や公共団体が賠償責任を負

うことになっております。当町では、全国町村会総合賠償補償保険制度に加入しておりまし

て、この制度につきましては、損害賠償請求がなされた場合により、法律上の賠償責任を負

担することによる損害に対して保険金が支払われることになっております。 

  最後に、職員のシステムの対策とかどのようなことをされているかということだったと思

いますが、河合町におきましてシステムにアクセスをできる者は一応制限等して管理し、ま

た、通信する場合は暗号化しています。いわゆる制限といいますか、生体認証や職員別、業

務別のＩＤ、パスワードなどを設定して、アクセス等の制御を行っております。 

  以上でございます。 

○福祉政策課長（辰己 環） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 辰己課長。 

○福祉政策課長（辰己 環） 私のほうからは、在宅介護に関するご質問をいただいておりま

すので、それに対して回答させていただきます。 

  １つ目としまして、施設から在宅へという国の方針が打ち出されていますが、現場を預か

る市町村の果たす役割をどのように認識していますかというご質問に対しまして、河合町と

しましては、高齢者を在宅で支えるためには、重度な要介護状態になりましても住みなれた
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地域で自分らしい暮らしを続けられますように、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一

体的に提供される地域包括ケアシステムを構築していくことだと考えております。また、公

的サービスや地域の助け合い、行政のコーディネートを含め、地域の特性を踏まえた仕組み

づくりが必要であると思いますので、現在、地域包括支援センターを中心に、構築のためい

ろいろ検討を重ねているところでございます。 

  ２つ目のご質問で、低賃金、人手不足を脱却する上で、国・市町村が果たす役割はありま

すかということで、介護職員の新規採用を増やすとか、離職を制御するというためには、経

済的にも身体的にも安心して働けるような職場環境を整備することが最重要であると考えて

おります。そのためには、給与水準の引き上げと労働環境の改善をするような施策を国の施

策として明確に位置づけ、法令化することが一番だと考えております。 

  ３つ目の在宅ケアを促進する上で市町村ができることとしまして、１つ、介護職員養成の

支援ということですが、河合町では、現在ケアマネ会議等を定期的に開催させていただきま

して、情報交換やスキルアップの支援をさせていただいております。 

  ２つ目の専門職との連携体制の構築のための施策ということですが、これも、医療、介護、

薬剤師さん等の各専門職によります検討会議をさせていただき、情報交換、連携体制を進め

ているところでございます。 

  ３つ目の高齢者の地域集住を図るための施策ということなんですが、高齢者の地域集住を

図る施策としましては、民間によりますサービスつき高齢者専用住宅や有料老人ホーム等が

ありますので、現時点では町の施策としましては考えていないところでございます。 

  ４つ目の国や県が行うべき内容はどのようなものがあると町は考えますかということです

ねんけれども、2025年には約30万人の介護人材が不足するとの見通しもある中、国において

は、介護人材確保のための基本的な考えを明らかにしていただき、サービス見込み量の確定

値に基づく介護人材需要推計を確定し、その数値を踏まえ、労働環境・処遇改善、資質の向

上等に資する施策の立案を国に進めていっていただきたいと考えております。 

  以上です。 

○地域活性課長（福辻照弘） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 福地域活性課長。 

○地域活性課長（福辻照弘） 私のほうからは、河合町の農業活性化促進策の現状についてと

いうことでお答えさせていただきます。 

  農地の現状ということで、耕作放棄地の面積と割合については、町内の農地全体面積は
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247万6,689平米です。そのうち、耕作放棄地は18万9,486平米、率としまして7.7％です。 

  ２つ目のその他稲作を行っていない水田や転用地の面積については、転用地の面積は67万

1,323平米で、内訳としましては、稲作は行っていない保全管理状態、草刈りなどの維持管

理を行っている面積は34万6,951平米、51.7％です。また、耕作者が申請されて、転用地と

して野菜などを植えつけておられる面積は32万4,372平米で48.3％です。 

  ２番目の農家、耕作者の現状ということで、耕作者の人数、年齢、その他年齢構成、65歳

以上、以下について回答させていただきます。今回回答させていただく人数につきましては、

５年に１回実施されます農林業センサスの最新調査結果が26年度実施の27年の年内に公表予

定でありますので、前回の22年度の農林業センサスの数値をもとに、40歳以上が全て耕作者

であるという仮定で回答させていただきます。 

  耕作者の人数は376名、65歳以下が196名で52.1％です。65歳以上は180名で47.9％となっ

ております。 

  次に、農家、耕作者の意識ということについて、河合町内の耕作者の一般的な意識として

は、財産管理、先祖代々の土地を守るのが目的で、高齢になってもやれるうちは耕作するな

ど、他人には貸したくないという特別な意識があると思われます。 

  次に、今後の人数推移について。こちらも、先ほど回答させていただきました農林業セン

サスの数値をもとに回答させていただきます。 

  平成７年、15年前の耕作者人口は1,173名で、65歳以下が692名で59％です。65歳以上が

481名で41％です。15年後の22年度データでは、耕作者人口が376名となり、797名の減少で、

減少率は67.9％となっております。今後も減少が予測されます。 

  ３つ目の活性化の現状について。 

  農地を集約するための仕組みづくりや構想については、河合町では、現状を維持して農業

をしていくとする農業者が多く、他人には貸したくないという意識などがあり、現段階では

集約するのは困難な状況であります。 

  次の農事組合法人や農業法人設立の現状はということに対しましては、農事組合法人や農

業法人の設立予定はございません。 

  最後の４つ目の現在、今後の役場や農業委員会の支援策はどのような目標を持ち、ビジョ

ンを持っていますかというご質問に対しまして、現在、地方創生先行型交付金事業として、

荒廃農地活用事業「田んぼの楽耕」を河合町城内地区において、稲作と野菜づくりを実施し

ております。事業趣旨は、耕作放棄地を活用して、役場、農業委員会、地元農家と西大和地
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区内の住民が交流を図り、作物を育てる喜び、収穫物を食す幸せなど農作物のありがたさを

学び、また、交流の中から担い手となる人材育成を行い、植えつけから収穫までの作業がで

きるように目指してまいります。今後は団体を複数に増やしていき、耕作面積の拡大を図る

ことにより、耕作放棄地の解消、新しい農業者の発掘、また、参加人数の半数以上を占める

60歳以上の方の交流の場となるように、農業委員会が中心となり、地元農業者、関係機関と

協力して進めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（疋田俊文） 西村議員。 

○９番（西村 潔） それでは、確認の質問をさせていただきたいと思います。 

  行財政健全化５カ年計画は、結論から言うとできないということですね。そのできない理

由は、国の施策が変化するということですね。これは、そうしますといつまでたってもでき

ないということになるわけですね。黒字化を目指してということですけれども、単年度収支

を黒字化しようと思えば、やっぱり計画しないと実行できないんじゃないかと思うんですよ。

要するに、状況変化によって右往左往するということでなくて、財政健全化に向けてこうす

るんだという姿勢を住民とか職員さんに見せないことには、全く前に進まないんじゃないか

と思います。そういうことで、シミュレーションも必要ではあるということですけれども、

一定の方向性が出たときに検証しますということなので、また追ってこれもさらに質問、今

後もさせていただきたいと思います。 

  先ほどの指数で、非常に河合町は指数非常に悪いということで、その３つの指標のうちで、

例えば将来負担が非常に、全国的にも非常に悪いところにあるということ、そういう意識を

やはり住民とか職員さんが持たないことにはなかなか改善できないんじゃないかということ

を思っていますけれども、この点について、どのようにして住民にアピールしていくのかと、

実態をちゃんと住民に理解してもらうのかと、こうしますというようなお考えをこれから出

してほしいんですけれども、いかがでしょうか。この点１つです。 

  それから、マイナンバー制度についてはいろいろ課題ございます。そこで、どこから手つ

けたらいいかわからないんですけれども、要するに裸にするといいますか、要するにその人

が全て、どんな財政状況とか個人資産を持っているかとか、医療どんなん受けているかいう

ことを一括でやるということ、非常にいい面もあるんですけれども非常に、悪く言えば情報

が漏れてしまうと大変なことになるということなんで、非常に難しい運営になると思います。 

  そこで、行政としてチェックすることを、今システム対応すると言っていますけれども、
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これ、例えばパソコンを立ち上げて見るときにダブルチェックをされるんかどうかです。例

えば、入力しようと思ったら、担当責任者が入力しないと、オーケーを出さないとできない

という、そういうシステムを組んでおられるかどうかです。これをお答えください。 

  それから、在宅介護の利用についてでございますけれども、非常に前途が厳しいというこ

とはよくわかります。問題は、人手不足がどんな影響があるかということなんです。最近施

設で虐待とか、殺人にはなってないですけれどもそういうようなことが起こると。特に、若

い男性の職員さんの雇用はほとんどできないということになりますと、そういう問題がこれ

から施設、あるいは、訪問ではなかなか起こってこないんですけれども、起こってくる可能

性もあるので、こういう問題を国だけじゃなくて市町村もやはり見ていかないといけないと

思っていますので、今、地域をまとめていくということは、現在市町村では考えていないと

いうことですね。ということは、民間のサービスつきの住宅をやってくださいよと、そうす

ると、これは行政として力を入れてやっていくのかどうかということを問うているわけです。

民間がやることやから行政は知らないということなのか、要するに民間に任しておくという

ような考え方なのか、いや、それは率先してやりたいんだと、やるべきだと思ってるのかど

うかの回答をお願いしたいと思います。 

  それから、河合町の農業の活性化なんですけれども、これ、私も実は200坪ほど土地をち

ょっと借りてやっておりますけれども、大変な作業ございます。今のお話ではほとんど10年

後は壊滅状態になるんではないかなというふうに危惧しているわけです。そうすると、247

万平米の土地を、ほとんどもう耕作できないと。そうすると、今から対策をしないと、高齢

化になったときに誰も手をつけられへん、要するに草刈りもできないということになるわけ

です。そうすると、こういう土地を遊ばせておくという手はないわけです。だから、地方再

生という視点からもこれを何とかしてほしいということです。 

  それからもう一つ、意識は非常にもう、財産化しているから守りたいと、要するに人に貸

したくないということになれば、農地法を改正して、民間企業に参入をしたとしてもできな

いという視点になるわけですけれども、この点についての行政のお考えをお願いしたいと思

います。 

○議長（疋田俊文） 上村財政課長。 

○財政課長（上村卓也） まず、１つ目としまして、まず健全化計画を作成しないのかという

ことで、今後もしないのかということの質問についてなんですが、その分につきましては、

前回作成いたしました健全化計画、この部分につきまして、実施しなければならない項目全
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てを入れているというふうに認識しております。その分の実行をまず行うというようなこと

から、あとまた、歳入の確保として徴収率の向上なり使用料の改定、そういった部分につい

ても取り組んでいこうというふうに考えています。ただ、それでもまだ財源が不足すると、

そういった状況になった場合には、新たな策定も視野に入れた計画の策定を行いたいという

ふうに考えております。 

  続いて、健全化指数について、かなり指数が悪いということのご質問なんですが、そのこ

とにつきましては、先ほど申しましたけれども、本町については、今現状では確かに悪いと

いう形にはなっております。その分についての認識もしております。ただ、健全化の部分に

つきましては、現在も改善に向けた取り組みという部分、例えば歳出の削減とか、そういっ

た部分とか、あと公債費につきましても、公債費の圧縮を図るなり、そういったことを実施

しております。 

  あと、周知ということなんですが、健全化指標ということで、今現在もホームページのほ

うにも掲載はさせていただいてますねんけれども、その分について引き続き掲載をさせてい

ただくという形で思っております。 

  以上です。 

○総務部次長（木村光弘） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 木村総務部次長。 

○総務部次長（木村光弘） マイナンバーのシステム上の、入る場合にどのような方法でとい

うようなことだったと思いますが、河合町におきましては、職員別、または業務いろいろあ

りますが、その業務別に個々にいろいろとＩＤ、パスワード等の設定をしております。それ

によりましてアクセス制御というような形をとっておりますので、そういう形でシステムに

入っていくという形にシステム上なっております。 

○福祉政策課長（辰己 環） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 辰己課長。 

○福祉政策課長（辰己 環） 介護人材の不足ということで、議員がおっしゃっているように、

人手不足は拭えないとは思っておりますが、いろんな方法が考えられる中、国のほうでも外

国人の介護人材を養成するとか、いろんなものがございます。そしてまた、民間だけに事業

を任すのかということですが、町としましては地域包括ケアシステムという中で、総合事業

というのをこれから進めていくところなんですけれども、そういう中で、住民主体の支援や

地域の支え合いの体制をこれから進めていきたいと思いますので、河合町内の資源としまし
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て、住民さんの力を利用して介護の施策という方向性に持っていきたいというふうに考えて

おります。 

○地域活性課長（福辻照弘） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 福課長。 

○地域活性課長（福辻照弘） 人口減少について、これからの対策としてという再質問ですけ

れども、この件に関しましては、現在農業委員会の中でも議論のほうはされておりまして、

農業委員会が中心となり、農協の支部長、関係機関と協議を行い、意向の調査とか地元の農

業委員さんが地元の農地をあっせん員として配置できるようにして、農地の出し手情報を所

有者に確認するなどして、集約に向けた取り組み、集約後の営農方針についてを検討してま

いります。法人につきましては、なかなかリーダーとなる地域のまとめ役がおられないとい

うのが現状で、経理の面に関しても難しい、経理ができないということもありますので、そ

の辺に関しましても、やはり農協さんとかそういう各種団体の意見をお聞きしながら、前向

きに検討のほうを考えていきたいと思います。 

  以上でございます。 

○９番（西村 潔） 議長。 

○議長（疋田俊文） 西村議員。 

○９番（西村 潔） 最後２分ですけれども、財政の健全化は、これは平成17年度から５カ年

でやりまして、このときは、ぬれたタオルのようにびちゃびちゃやったということで達成し

たわけですけれども、そのぬれた雑巾がなかなか今、余り湿ってないという状況でございま

す。国の財政そのものが悪いわけですから、非常にその影響は市町村に来るということです

から、市町村の財政立て直しをしないことには国の財政よくならないと思うんです。そうい

う意味で、やはり５カ年計画をきっちり立てて、どこが何が悪いんかということを皆さんに

知らしめて共通認識を持たないと、なかなか進まないんじゃないかと思うんです。変動要因

が多いからと言ってしまうと、毎年毎年あっぷあっぷしていかないけないということなので、

これはぜひこれからも計画を立てていくと。そのためには財政シミュレーションをきっちり

出していただきたいということを思いますので、この点について再度ちょっと回答をお願い

したいと思います。 

  それから、農業について、なぜこういう農業について言いますと、住んでいる方の意識は

一体どうなのかということ、今のお話では結局障害になっているわけですよね。そうすると、

その障害を誰が変えていくかとなると、これは行政しかないわけですよ。住民がみずからで
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きないということが非常に多いわけですから。そういうことで、役場が何をしたらいいのか

ということをもう少し住民に訴えて、特に地主さんとか訴えていくと。このままでいったら

これ全部もういなくなっちゃうということになりますよね。そうすると法人化できへんとい

うことになりますから、この点についてやっぱりビジョンを、農業委員会とか皆さん、行政

の方がやはり持っていただくということについてどのように考えているのか、大きな課題や

と思いますので、この回答もお願いします。 

○議長（疋田俊文） 西村議員、もう時間です。 

○財政課長（上村卓也） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 上村財政課長。 

○財政課長（上村卓也） 今の質問でございますが、それにつきましては、今おっしゃってい

るように、健全化計画の部分については必要だということで、その部分については認識はし

ております。ただ、財政収支の見通しということで、先ほど僕も答弁させていただいたんで

すが、厳しくなった時点で作成を検討させていただくという形を考えておりますが、ただ、

計画策定以降、社会経済情勢や国の政策等もかなり変わっているというところも確かにござ

います。それを含めまして、また今後作成についてちょっと検討してまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○地域活性課長（福辻照弘） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 福地域活性課長。 

○地域活性課長（福辻照弘） 先ほどの質問に対しまして、地元の農家さんに対しまして、地

元の農業委員さんが聞き取り調査を行って、それと、農地の持たれて方からの年齢とかも、

その辺を聞き取らせていただきまして、そして、今後農業委員会の中で、こういう農地に関

しましてのある程度の筋道のような形を検討させていただきまして、意向調査等の結果に基

づきまして、耕作放棄地等集約に向けた取り組みを行っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（疋田俊文） これにて、西村 潔議員の質問を終結いたします。 

 

────────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 馬 場 千惠子 

○議長（疋田俊文） ２番目に、馬場千惠子議員、登壇の上、質問願います。 
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○４番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

（４番 馬場千惠子 登壇） 

○４番（馬場千惠子） 議席番号４番、馬場千惠子、通告書に基づいて質問をいたします。 

  ２点質問いたします。 

  １点目は、河合町住宅等開発事業指導要綱の厳守と池部３丁目開発について。 

  私は、住宅開発が進み、河合町の人口が増えることは重要だと考えています。そのために

も、開発指導要綱を厳守して開発業者に適正な指導を行うことにより、開発要綱に明記され

ている良好な生活環境と円滑な都市機能の実現を図るために、以下、池部３丁目の開発事業

に関してお伺いいたします。 

  前回、池部３丁目の開発の質問をして以来、業者と地元住民との話し合いもなく３年近く

開発が着手されることはありませんでした。しかし、今年の６月、近隣住民に町及び県の許

可が出て、工事開始の文書が配布され、造成工事から開始されていますが、地元住民の皆さ

んはどんな工事になるのかわからず不安が広がっています。開発要綱第４条によりますと、

地元の同意書を事前協議申請書に添付しなければならないと記されているにもかかわらず、

同意書の添付もないのに申請を受け付けています。さらに、同意書を得られなければ経緯書

を添付することと業者に指示し、その後の手続を進めています。開発要綱に反して、なぜ同

意書なしで受理されたのか、経緯書でよいとしたのはなぜか、その根拠はどこにあり、いつ

からそのような運用になったのですか。業者から提出された経緯書の内容が不正確で、一部

の住民の名誉を傷つけるものとなっています。また、業者提出の経緯書によれば、最終的に

地元の同意を得たとありますが、その時点でなぜ同意書の提出を求めなかったのですか。 

  なお、この３年間余りの開発指導要綱に基づく事前協議の件数と、そのうち、同意書のな

い事例の件数を教えてください。町の指示による経緯書の受け付けで、業者と地元住民の関

係を切ってしまい、住民の意見を聞かずに町・県が工事許可の手続を進めたことが、現在の

住民の不安をつくった一番の原因となっています。明確なご答弁をお願いします。 

  また、公園の設置についてお伺いします。 

  開発面積が3,000平米を超える場合は、都市計画法で公園の設置が義務づけられています。

池部３丁目の開発工事は、開発事業と宅地造成工事との別の申請になっていますが、申請者

は同一事業者で工期も全く同じ、埋め立ての工法や造成後の水路の利用なども一連のもので

あり、まさに3,000平米以上の一体の開発とみなすべきであり、環境整備、防災上からも公
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園の設置は必須です。数年後に造成部分に住宅が建設されれば拒否できず、密集した空間と

なり、防災空間としての公園の設置は必要です。住民からの要望があったにもかかわらず、

業者に公園の設置を要望しなかったのはどうしてですか。明確なご答弁をお願いします。 

  ２番目のマイナンバーについてです。 

  国が国民全体に12桁の個人番号をつけ、個人情報を一元的に管理する共通番号制が来年１

月から実施されます。今年の10月から各家庭に個人番号が送付されることになっています。

しかし、今回の年金情報の流出で国民に衝撃と不安を与えるとともに、マイナンバー制度へ

の懸念が広がっています。また、対応のおくれも指摘される中、企業や官公庁の担当者のア

ンケート調査によると、システムの対応が完了しているのは、企業で４％、官公庁で８％に

とどまり、まだ何も行っていない企業が81％、官公庁で24％を占めています。中小企業では

これに係る費用も負担になり、経営をより困難にしています。河合町での経費はどれぐらい

ですか。このような状況の中、マイナンバー制度の対応、準備、そしてセキュリティー対策

についてお尋ねします。 

  再質問につきましては自席にて行います。 

○まちづくり推進課長（中山雅至） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 中山まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（中山雅至） 私のほうからは、１点目の河合町住宅等開発事業指導要

綱の厳守と池部３丁目の開発について回答させていただきます。 

  河合町宅地等開発事業指導要綱の第４条第２項には、「事業者は、予め地元関連の協議を

終了し、地元の同意書を事前協議申出書に添付しなければならない」と規定されています。

当該開発行為に関しましては、事業者が平成23年８月に第１回住民説明会を開催して以来、

長期にわたる地元協議を続けてこられました。その間の協議内容については、事業者から逐

一報告いただいており、引き続き地元に対し説明を続けることを条件に、25年１月に事前協

議申出書を受理することとしたものです。そもそも地元同意書の添付は、都市計画法上定め

られているものではないことから、添付がないことを理由に開発許可申請を拒むことができ

るものではありません。 

  経緯書の運用に関しましては、いつから始まったのかは不明ですが、社会通念上過剰と思

われる要求が繰り返される場合や口頭では同意するが書面の提出を拒まれる場合などに経緯

書を提出いただき、法制度上問題がなければ事前協議を完了させている事例はあります。平

成24年から平成26年の３年間、本町が受理した事前協議は11件あり、そのうち最終的に地元
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の同意書の添付がないものは２件あります。 

  開発区域と宅地造成区域を合わせて3,000平米以上の一体開発とみなすべきとのご指摘に

つきまして、開発行為とは、建築物を建築する目的で行う土地の区画形質の変更を言うもの

であり、建築を目的としない造成工事を含めて一体の開発とみなすことはできないと、許可

権限を持つ奈良県が判断しており、本町も同じ考えです。このことから、都市計画法上公園

の設置義務が生じないことは平成24年12月議会における議員からの一般質問に対して答弁し

たとおりでございます。ただし、法的な拘束力はありませんが、事前協議の際に町から事業

者へ指導事項として公園の設置も提示させていただいており、町が要望していないというこ

とはありません。 

  また、住民の意見を聞かずに手続を進めたとご指摘をいただいておりますが、本町はその

ような認識をしておらず、住民の皆様と事業者両方に対して公平な立場で意見を聞き、一部

の方のご意見だけで判断することなく、総合的な判断をさせていただきました。 

  以上です。 

○総務部次長（木村光弘） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 木村総務部次長。 

○総務部次長（木村光弘） それでは、マイナンバーについてご回答させていただきます。 

  まず、システムの改修経費でございますが、マイナンバー制度の導入に伴う業務システム

の改修経費、平成26年度で1,278万6,000円、27年度で3,075万8,000円、合計4,286万4,000円

となっております。 

  次に、システムでの対応の状況でございます。 

  本町におきましては、国が示すスケジュールのとおりシステムの改修整備は順調に対応し

完了しております。また今回の、議員お話ありました年金情報漏えい事故の対策につきまし

ても、国が示す基幹系システムの改修整備も既に完了しております。 

  次に、制度運用に対する町としての準備でございますが、10月５日からの運用に向けまし

て、これまでに７市町の基幹システム共同化プロジェクト会議、または庁内の事務担当者に

よるマイナンバー調整会議等により、制度導入に関して必要な作業とする事務内容等につい

て連携を図るため、勉強会、または協議を重ねています。制度運用までに必要な作業であり

ます番号利用事務等の確認、業務システムの改修、特定個人情報保護評価の実施、また、本

議会に上程している個人情報保護条例の改正など遅滞なく進めてきている状況でございます。 

  セキュリティー対策についてでございますが、マイナンバー制度導入で心配されますのが、
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先ほども答弁しましたように個人情報の漏えい、プライバシーの問題に対するセキュリティ

ー対策だと思います。これにつきましては、一応制度面におきましては、法律に定めがある

場合を除き、マイナンバーの収集、保管は禁止されております。また、なりすまし防止のた

め、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務づけられております。次に、法律に違反

した場合の罰則は従来に比べてかなり強化をしているということになっております。 

  システム面に関してのセキュリティーにつきましては、個人情報は一元管理ではなく従来

どおり各行政機関等が分散管理して保有することで、いわゆる芋づる式の情報漏えいを防ぐ

形となっております。個人情報を保有する各機関では、個人情報のやりとりを勝手に行うこ

とはできず、必ず情報提供のネットワークシステムを介してやりとりをするというルールに

なっており、この仕組みで違法な個人情報の提供を未然に防ぐことができるようになってお

ります。また、行政機関での情報のやりとりは、マイナンバーを直接は使いません。システ

ムに対するアクセス可能につきましては、可能な者を制限、管理し、通信する場合は暗号化

しております。 

  また、平成29年１月からは情報提供等記録開示システム、いわゆるマイナポータルが稼働

します。これによりまして、マイナンバーを含む自分の個人情報がいつ、誰が、なぜ提供し

たのか、不正、不適切な照会、提供が行われていないかをご自身で確認が可能というような

ことになっております。 

  以上のような、安心または安全に対する仕組みがなされているというところでございます。 

○４番（馬場千惠子） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○４番（馬場千惠子） 住宅開発のところですけれども、同意書の添付がされてない状態で受

け付けているということは間違いないですね。それと、経緯書でいいという経過ですけれど

も、ほかの法律に基づいてではなく、河合町の指導要綱に沿ってどうかという形で町の業務

は進めていかなければならないと思います。それについては、明らかに同意書でいいという

ふうにはなっていないと思いますので、そのあたりを明らかにしていただきたいと思います。 

  それと、同意書を得るというところがすごく大切だと思うんですけれども、同意書を得る

ということで、住民との納得のいく話し合いを進めていくというのが同意書の条件だと思い

ます。それが経緯書でよいということで進められた時点で、もう話し合いはしていかないと

いうような姿勢が見受けられますが、その点はどうでしょうか。 

  それと、経緯書の中身なんですけれども、経緯書の中身で過剰な要求とかということで今
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課長おっしゃられたかと思うんですけれども、中身について不正確さがあると思います。例

えば勉強会の数にしても、３回とか書いていますけれども２回しかしていなかったとか、法

外な要求をしているというふうに経緯書の中では書かれていますけれども、これは業者から

出された経緯書、もちろんそうですけれども、その内容について、地域住民に対して確認は

されなかったんですか。この内容は正しいのかどうかという確認です。そういった確認をな

しにこの開発を進めるというのは、やはり地域住民との信頼関係が構築していけないという

か、スムーズに運ばない、そのうちの一つの要因であるかと思います。 

  それと、同意書がなしで進められている２件というのはどことどこになるのか教えてくだ

さい。 

  公園の設置なんですけれども、平成24年12月議会で公園の設置をしてほしいということで

要望を上げたと思います。この時点では設置はできないということなんですけれども、今回、

３丁目の開発工事なんですけれども、質問書の中にも書いていますけれども、開発事業と宅

地造成工事と別々の申請ということで上がっています。あたかも別の開発かのような感じな

んですけれども、これの中身なんですが、申請者は同一の事業者であって、工期も同じとい

うことなんですけれども、この開発について、例えば埋め立ての工法とか造成後の水路とか

の利用も一連のものということなんで、3,000平米以上の開発というふうにみなすべきでは

ないでしょうか。この点についてもお答えください。 

  それと、マイナンバーについてですけれども、職員に対していろいろと法的にも安全を守

るために手は打っているかと思いますが、あっ、ごめんなさい。まず経費的に言いますけれ

ども、4,280万円のうち、国費と一般財源の割合はどれぐらいになるのかお聞きしたいと思

います。 

  それと、この制度についてですが、人間がつくっている以上、年金の漏えいも含めまして、

運用するに当たって100％安全であるということは言い切れないものだと思います。そうい

うことも踏まえて、セキュリティーの重要性というのがあるんですけれども、例えば職員に

対して、勉強会というふうにおっしゃっていましたけれども、この勉強会はどういった形で

されているのか、県でも市町村向けの勉強会等も開かれていたかと思うんですが、河合町か

らの参加はされているんでしょうか。また、されているとしたら何名ぐらいされているのか。 

  それと、町民に対してですけれども、なかなかマイナンバーってなじみにくいというのも

あって、広報等で説明というか、掲載されていましたけれども、そういった文面だけではな

かなかわかりにくいんですけれども、町民に対してはどのように周知徹底して、例えば、な
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かなかわかりづらい高齢者の方とかも含めまして、どのように徹底していって、その人たち

のプライバシーを守っていくのか、そういう点についてもお聞かせください。 

○まちづくり推進課長（中山雅至） はい。 

○議長（疋田俊文） 中山課長。 

○まちづくり推進課長（中山雅至） 同意書の添付がしていたかどうかについてですねんけれ

ども、開発行為の本申請には同意書の添付はありません。そして、開発行為の本申請にはあ

りませんねんけれども、開発行為に関連する法定外公共物のつけかえ申請には地元の同意書

が添付されております。 

  次に、河合町の要綱に沿って進めるべきではないかということですねんけれども、同意書

を求める理由としては、町は住民の皆さんに一番近い行政機関の立場であることを踏まえて、

開発事業者と付近住民とのトラブルを避けることはもとより、開発完了後に当該地に移住さ

れることとなる住民の方のことも考えて、円満に事業が遂行されることを目的として同意書

の提出を求めております。地元の同意書を提出していただくことは、都市計画上は先ほど答

弁したような位置づけであることから、事前協議を受理する際には、いつごろ地元同意書を

提出するのか、また、地元への説明内容を聴取した上で、同意書なしでも経緯書で受け付け

しております。 

  そして、同意書２件はどこかという質問ですねんけれども、２件のうち１件は今のこの議

員がおっしゃっている池部３丁目の開発です。もう１件は、西大和地内の都市区画整理事業

をされたところの開発の面積の変更のための開発です。 

  次に、公園の設置の関係で、別申請の中身を3,000以上とみなすべきではないかというこ

とですねんけれども、先ほど回答させていただいたとおり、奈良県のほうもこれは3,000平

米以上ではないと、そういうふうに判断しており、うちも同じ考えでございます。 

  以上です。 

○総務部次長（木村光弘） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 木村次長。 

○総務部次長（木村光弘） システムの経費の内訳でございます。 

  まず、平成26年度1,278万6,000円、そのうち補助が994万7,000円、一般財源が283万9,000

円となっております。27年度、3,075万8,000円に対しまして補助が2,177万3,000円、一般財

源が898万5,000円となっております。 

  次に、職員に対する制度についての研修、勉強会でございますが、最新の個人番号制度に
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係る情報や特定個人情報保護に関する一般知識の取得及び意識レベルの向上を図るため、県

主催のマイナンバー制度市町村職員研修、または、地方公共団体情報システム機構主催の、

これはインターネットを利用したものですが、それのｅラーニング個人番号制度研修を受講

させております。また、職員としまして、情報セキュリティー対策のレベルアップは重要課

題と捉えておりますので、関連する情報があればいち早くメールにおいて全職員に対して提

供、また精読させるようなことで意識の向上を目指しております。 

  そこで、県の主催の研修を何人受けたかということでございますが、一応担当者というこ

とで、25名程度ほど受けております。 

  それと、町民への周知につきましては、マイナンバー制度につきましては、たしか４月と

８月に広報等に一応載せさせております。また、ホームページにつきましては、一応一番最

初の表紙にマイナンバー制度というバナーがありますので、そこをクリックしていただくと

情報が得られるというような形で、ホームページのほうにも載せさせていただいております。 

  ただあと、高齢者等への周知とかに関しましては、先ほどありました担当者レベルの今調

整会議等を行っておりますので、そこでそういう高齢者の担当している者とかもいらっしゃ

いますので、その点でどのような方法がいいかとかいうのを、ちょっと早急に検討に入りま

して、周知のほうしていきたいなと思っております。 

○４番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○４番（馬場千惠子） 先ほどの同意書の件ですけれども、例えば都市計画法に伴って事前協

議に関する各課に対する処置について出されたところに、同意が得られない場合は経緯書を

添付するというふうにきっちり書かれているんですけれども、これはどこで決まったんです

かということなんです。担当課が勝手に書くということはあり得ないと思うんですけれども、

このところを明らかにしてもらいたいのと、業者から出している経緯書の中に同意が得られ

たとありますので、その事前協議書の提出のところに後からでもその同意書は添付すべきで

はなかったんですか。それと、その経緯書の中に法外な要求というふうに書かれていたと思

うんですけれども、その法外な要求というのはどういった要求なんでしょうか。 

  それと、公園の設置なんですけれども、開発指導要綱の中の７条のところに、７条の２な

んですけれども、事業者は開発区域外であっても開発事業と密接な関係があると町長が認め

て指示した場合は、その事前の定める事項によって施行しなければならないというふうに書

いています。この工期も同じで、事業者も同じ、水路も同じ水路を使ってやっていく、この
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工事は町としては密接な関係にあるというふうに思っているのか思っていないのか、お聞き

します。 

○議長（疋田俊文） 中山課長。 

○まちづくり推進課長（中山雅至） 今、議員のご質問ですねんけれども、「事業者の経緯書

によれば最終的に地元の同意を得たとありますが」と書いてますねんけれども、うちのほう

に出された業者からの提出のあった経緯書には、地元の同意を得たという記載はありません。

ほんで今回の開発行為に関して、法定外のつけかえ申請には地元、附帯地の同意書が添付さ

れており、水路のかけかえを同意していただいたということは、開発も同意していただいた

と確認させていただいております。 

  それと、経緯書の中の法外な要求と言われましてんけれども、これは事業者から報告を受

けておりますが、内容についてはちょっと承知していますが、個人の方の発言の内容である

ため、この場では内容を明らかにすることはできません。 

  それから、経緯書の提出を求める意図は、あくまでも同意を得られない理由を明らかにす

るためであって、同意書にかわる書類として経緯書の提出を求めて、その提出があったこと

だけをもって事前協議の手続を完了したものではありません。町が県に副申する際に判断し

たポイントは、今回は隣接する全ての土地の境界が確定し、開発区域が確定したこと、あと、

法定外のつけかえに関しての地元の同意を得たということからです。 

○４番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○４番（馬場千惠子） 同意書にかわるものではないというふうにおっしゃいましたけれども、

同意書を得られない場合は経緯書を添付することというの、これはどういう意味ですか。 

  それと、同意書が後で得られているということはなかったということなんですけれども、

そうなりますと、この業者が出している同意書というのは何なんですか。間違いだらけです

ね。こういう経緯書で受け付けたということですか。 

○議長（疋田俊文） 中山課長。 

○まちづくり推進課長（中山雅至） うちの課のほうに提出していただいている同意書は、開

発の中の法定外公共物の水路に対してのつけかえに対しての地元の同意書です。そして、経

緯書でしているというのは、地元の経緯書で提出を求めているという意図は、あくまでも同

意書が得られない理由を明らかにするためであって、同意書にかわる書類として経緯書を求

めて、その提出で経緯書の中を精査させていただいております。 
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○４番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○４番（馬場千惠子） 今言っているのは水利との関係のことじゃなくて、近隣住民との同意

の話をしているのであって、それと、法外な要求については明らかにできないということで

すけれども、そういったことについて、この経緯書に書かれている地域住民の方の名誉が傷

ついたというふうに受けとめられているんですけれども、この同意書について、どうして住

民の方に確認をしなかったんですか。この内容で正しいかどうかということを。 

○まちづくり推進課長（中山雅至） 議長。 

○議長（疋田俊文） 中山課長。 

○まちづくり推進課長（中山雅至） さっきの同意書の件ですねんけれども、水路のところに

一応同意書がついていますねんけれども、地元の水利組合さんと地元の総代さんの同意書を

もらっております。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○４番（馬場千惠子） この経緯書については確認はされていないということですか、住民の

方に。もし確認をされていないんだったら、住民の方の意見よりも業者の意見を優先させた

というふうに理解するんですが、どうでしょうか。 

○まちづくり推進部長（竹田裕昭） 議長。 

○議長（疋田俊文） 竹田部長。 

○まちづくり推進部長（竹田裕昭） 経緯書の確認ですけれども、経緯書が業者の方から提出

されたと。それと、役場と当然その近隣の住民の方、これともお話し合いは当然していると

思います。当然、その辺の部分を判断いたしまして、経緯書が間違いないということで受理

しております。 

○４番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○４番（馬場千惠子） 部長のお話では間違いがないということですけれども、実際には間違

いがあるわけです。ここで住民の方に確認をしていただいていたら、地域住民の方との信頼

関係も構築できて工事もスムーズにいけたのではないかというふうに思うんですが、それと、

公園の設置についての親密な関係という点についてはどういうふうに理解されていますか。 

○まちづくり推進課長（中山雅至） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 中山課長。 
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○まちづくり推進課長（中山雅至） 開発区域の開発の面積ですねんけれども、開発の行為と

いうのは建築物を建築する目的で土地の区画形質を行うということと、あと、宅造というの

は、開発区域に隣接する土地の境界部分において、開発区域の仕上げを安全かつ合理的に行

うために、のり面処理とか切り土とかの処理を施す程度の、する区域やと思われますので、

今回その宅造区域では3,000平米を超えていますけれども、開発区域は、そやからその宅造

区域の分を除いて3,000平米を切っているということです。 

○４番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○４番（馬場千惠子） この指導要綱の中には、７条のところでは3,000平米を超えなくても、

親密な関係があるとなればということなんですけれども、この今の一連の工事は親密な関係

であるのかどうかを聞いているんです。 

○議長（疋田俊文） 中山課長。 

○まちづくり推進課長（中山雅至） 親密な関係と言われますねんけれども、議員がおっしゃ

っているとおり開発行為の中の一連の工事とは言えるんですが、県の判断として、このやつ

は3,000平米以下ということで判断しており、公園の設置義務はないと判断しております。

町は、それで、法上設置義務は生じませんねんけれども、うちの事前協議の回答書で公園を

設置してくださいという要望をしておりますということです。 

○４番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○４番（馬場千惠子） 町としては、一連の工事であって親密な関係であるということを認め

ているということですね。業者のほうにも公園の設置を要望しているということですね。こ

れ要望ではなくて町長が認めて指示した場合はつくるということなんですけれども、ここで

町長の姿勢が問われるんですけれども、この点については町長はどうお思いですか。 

○まちづくり推進部長（竹田裕昭） 議長。 

○議長（疋田俊文） 竹田部長。 

○まちづくり推進部長（竹田裕昭） 公園の設置、それの判断は奈良県が行うものでありまし

て、町はできません。行政指導を行えますけれども、行政指導に従わなくても、当然それで

制裁等加えられないというふうに判断いたします。 

○４番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 
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○４番（馬場千惠子） この河合町における宅地開発の指導要綱の中身はそしたら何だったの

かということになりますけれども、それではここの、この要綱の一番上に書かれています、

業者に対して適正な指導を行うことによって、良好な生活環境と円滑な都市機能の実現を図

るということを目的にするというふうに書かれています。それと、後からまた3,000平米以

下で開発して残りの部分を何年か後に住宅を建てるということになりますと、例えば、安全

な空間というか、防災面も含めまして、安全が確保できないような空間になってしまうんで

はないかという懸念があります。そういった点で、これは町の要綱ですので町の要綱に基づ

いてどうかという、県は県でその許可は出していかれると思いますけれども。 

○まちづくり推進部長（竹田裕昭） 議長。 

○議長（疋田俊文） 竹田部長。 

○まちづくり推進部長（竹田裕昭） あくまでも開発指導要綱につきましては、町の行政指導

の手続を記載したものというふうに考えております。いうことで、当然、県のほうの公園の

設置につきましては、県が判断して行われたということでございます。 

○４番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○４番（馬場千惠子） 良好な環境を提供するという意味で、県の許可は許可でいいんです。

どう許可していただくか。河合町として、住民に対してそういった住宅環境を提供するのか

どうかという点で、その立場に立って開発をしていくのかどうかという点はどうですか。 

○まちづくり推進部長（竹田裕昭） 議長。 

○議長（疋田俊文） 竹田部長。 

○まちづくり推進部長（竹田裕昭） 開発指導要綱、これにつきましては、いろいろまちづく

りの手段を書いているものでありまして、当然、まちづくり、それは、そこに居住される住

民さん、それとまた、事業を行う事業者、そして行政、それぞれが協力して信頼関係、それ

を築きながらやっていくものというふうに以前からも今後もやっていきたいというふうに考

えております。 

○４番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員、もう１分間でまとめてください。 

○４番（馬場千惠子） はい。 

  同意書のないところでの開発が２件あったということで、１件は区画の整理ということな

んですけれども、もう１件の今回の開発については、同意書なしで進めているというのは、
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この開発だけ特別扱いをしているのかどうかという点でお聞きしたいと思います。 

○まちづくり推進部長（竹田裕昭） 議長。 

○議長（疋田俊文） 竹田部長。 

○まちづくり推進部長（竹田裕昭） 当然、先ほどから、同意書が得られない、同意書が得ら

れなくて県のほうに申請ができないというふうな、都市計画法上はその添付というのは定め

られておりません。いうことで、当然それは定められておりませんので、町自体がそれを、

同意書がないということで拒んですれば業者のほうから訴えられる可能性もございますので、

それは特別な扱いということではございません。 

○４番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○４番（馬場千惠子） こういった、河合町における開発についてですけれども、業者の立場

とかじゃなくて、やっぱりそこに住む住民の立場、周辺住民の立場について進めていっても

らいたいと思います。 

  開発要綱ですけれども、こういった要綱をやっぱりちゃんと守っていただいて、良好な生

活環境と円滑な都市機能の実現を目指していただくということで進めてもらわないと、今後、

いろんなところで開発も進んでいくかと思いますので、その点をきっちりしていただきたい

と思います。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員、時間ですので。 

○４番（馬場千惠子） はい。 

○町長（岡井康徳） はい。 

○議長（疋田俊文） 町長。 

○町長（岡井康徳） いろいろとお聞かせをいただきまして、ありがとうございました。 

  開発要綱、非常に弱い立場でございまして、この話も私は聞いております。当然聞いてお

ります。住民の立場に立って、公園の設置の要望も私の口からさせていただきました。しか

し、県等々の関連の中で、これでいけるんだというご指摘をいただいて、町長の立場って非

常に弱いなと自分でも思ったことはございました。これから、その要綱等々も見直しをかけ

ながら進めていく必要があるんだろうというふうに認識をしておりますので、これからまた

皆さん方のご指導よろしくお願い申し上げます。 

○議長（疋田俊文） これにて、馬場千惠子議員の質問を終結いたします。 

  暫時休憩します。５分間、45分から再開します。 
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休憩 午前１１時４０分 

 

再開 午前１１時４６分 

 

○議長（疋田俊文） 再開します。 

 

────────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 森 尾 和 正  

○議長（疋田俊文） ３番目に、森尾和正議員、登壇の上、質問願います。 

○７番（森尾和正） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 森尾議員。 

（７番 森尾和正 登壇） 

○７番（森尾和正） 議席ナンバー７番、森尾和正が通告書に基づいて質問いたします。 

  ６つの質問をいたします。 

  １番、河合町の財政状況について。 

  住民は財政に一番関心を持っています。今も西村議員の質問にありましたように、町の借

金は約131億円です。この前、ある人に言われましたけれども、森尾さん、河合町にこんな

借金多いのにずっと住むんですかと言いました。それだけやっぱり財政には関心を持ってい

ます。将来負担比率、県の平成25年度の市町村の財政状況によると、河合町は将来負担比率

が39県内市町村で一番最悪の39番目です。先ほどの西村議員の答弁でもありましたけれども、

1,741全国市町村の中では下から５番目です。1,737位。この数値を見てびっくりしました。

これでは住民が将来に不安を持ちます。若い世代にツケを回すことになります。 

  民間機関の出した河合町の将来人口によると、2040年には１万5,114人、また別の調査に

よると１万114人となる数値が出ています。これだけ少ない人口では、借金は返済できませ

ん。町を再生して、人口を減らさない計画は立てていますか。町は将来の財政のビジョンを

住民に対して詳しく説明する責任があります。元気で夢の持てる答弁をお願いいたします。

そうでなかったら、住民は河合町を脱出します。 

  ２番、認定こども園について。 
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  町は河合幼稚園と西穴闇保育所を閉鎖して、新しい場所に認定こども園を設立する計画を

立てています。それには莫大なお金が必要です。この財政が厳しい中でなぜ事業を進めるの

か、その目的を教えてください。働くお母さんが増えているなら、保育所を充実してはどう

か。河合幼稚園は40年の歴史があり、送り迎えによりお母さん同士の交流が生まれています。

また、園児のマラソン大会には、近所の地域の住民が園児を応援にいっぱい出てきてくれて

います。町の再生に取り組んでいる河合町として、この大事なきずなと地域との交流を切っ

てしまうんですか。そうなれば、ニュータウンは寂れます。地域の交流を大切にするべきだ

と思います。 

  また、多額の建設費用はどこから捻出の予定ですか。借金で賄う予定ですか。どうしても

認定こども園が必要なら、西穴闇保育所か河合幼稚園を認定こども園にして、働くお母さん

を応援してはどうですか。 

  ３番目、特定規模電気事業者の電力の切りかえについて。 

  全国の自治体で経費削減のために、電力の購入先を大手電力業者から特定規模電気事業者

に切りかえる動きが広まっています。近隣では川西町が、主要公共施設の電力を10月から特

定規模電気事業者のエネサーブから受給する方針を固めました。同町によると、今年の11月

から翌年の９月30日までの１年間で、昨年度と同等の電力使用量だと関西電力の値上げ後の

料金と比較して、年間約1,000万の経費の削減が見込まれます。また、万一、同社の発電所

がストップした場合でも、関西電力から電力が供給されるため、リスクもないとされていま

す。県内の市町村でも実施しているところがあり、効果も出ています。カットできた経費は

住民サービスに還元できます。町としてはそれをどのように考えておられますか。 

  ４番、小規模多機能型居宅介護について。 

  介護は必要になっても自宅で暮らし続けたい、そんな願いに応える介護サービスに小規模

多機能型居宅介護があります。利用者が通って日中を過ごしたり、ヘルパーさんが自宅に訪

れたりするほか、泊まることもできる地域の総合拠点です。小規模多機能は本人の体調や介

護する家族の状況に応じ、通い、泊まり、訪問のサービスを１つに事業所がまとめて提供し

ます。住みなれた地域での暮らしを支える仕組みとして、2006年に創設された介護保険サー

ビスの一つです。定員29人以下で、利用料は要介護度に応じた１カ月ごとの定額制、食事な

どの実費分を除き、訪問や通いの利用が増えても費用が含まれないのも特徴です。地域全体

で支え合おうという時代に市町村の約４割が導入していません。河合町の現状と考えをお答

えください。 
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  ５番、県と市町村の連携協定によるまちづくりについて。 

  県と市町村が連携協定を交わし、一体となって地域のまちづくりを進める取り組みが広が

りを見せています。市町村の自主性を前提にプロジェクトと構想がまちづくりの基本、39の

市町村で協定すると県の知事が呼びかけ、７つの市と協定を締結しました。県によると御所

や高取など幾つかの市町村では協議が進んでいます。県内最小の自治体、三宅町は、文化財

などを生かした地域活性化に積極的に取り組んでいこうという考えを示しています。町の考

えと現在の状況を教えてください。 

  ６番、小中学校の児童の安全について。 

  児童が被害に遭う事件が多発しています。寝屋川の事件で改めて浮き彫りになったのは、

便利なスマートフォンや無料通話アプリＬＩＮＥも使い方を誤ると大変危険だと思います。

防犯カメラに映った２人は自然体で、周囲も警戒せず、怖さを感じていないように見えます。

深夜や早朝は、かつて中学生なら怖くて出歩けなかった時間帯です。今はＬＩＮＥで親や友

達とつながることで安心し、怖さを忘れてしまっています。しかし、実際には命を落とす結

果になりました。怖くないというのは錯覚なのです。今は塾通いなどで夜に子供が外出する

機会が増えています。スマホに頼る余り、コミュニケーションの原点が吹き飛んでいます。

実際、スマホ依存の家庭では親子関係がうまくいかず、子供の深夜の出歩きにつながってい

るケースも少なくありません。 

  米国には母親が子供を守るために考えたスマホの使用契約書18の約束というのがあり、少

し前に話題になりました。親の意識を変えていくとともに、注意喚起できる立場のある学校

が積極的に関与することも重要だと思います。保護者会を開いたり、夜であっても必要な家

庭を訪問したりして、子供の命を守るために動いてほしいと思いますが、河合町の考えをお

聞かせください。 

  あと、質問があれば、自席にて質問させていただきます。 

○財政課長（上村卓也） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 上村財政課長。 

○財政課長（上村卓也） 私のほうからは、１つ目の河合町の財政状況についての説明をさせ

ていただきます。 

  まず、将来負担比率につきましては、議員がおっしゃるように、25年度、河合町の比率は

254.5％で、高い比率となっております。しかし、本町の将来負担比率を引き上げている主

な要因であります地方債残高につきましては、26年度末で131億4,599万1,000円、対前年度
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３億1,696万6,000円減少しております。今後も毎年の償還金を着実に返済することにより、

毎年度、地方債残高が減少することが見込まれており、将来負担比率についても徐々に改善

していくと予想しております。また、人口減少問題につきましては、本町の最重要課題であ

ることから、現在、策定を進めております地方版総合戦略により、人口減少、少子高齢化対

策や、また地域の活性化等についても取り組んでまいります。 

  以上でございます。 

○認定こども園準備室長（佐藤桂三） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 認定こども園、佐藤室長。 

○認定こども園準備室長（佐藤桂三） 私のほうからは、２つ目の認定こども園についてお答

えさせていただきます。 

  幼保連携型認定こども園は、保護者の就労の有無で入園する施設を分けることなく、同一

施設で対応できるため、保護者や乳幼児にとっては教育・保育環境が変わることなく、０歳

から５歳までの全ての乳幼児が利用可能であり、また、子供が通園していなくても、気軽に

育児相談などの子育て支援を受けることができる施設であります。 

  河合幼稚園、広瀬台保育所、西穴闇保育所の３施設については、建築年度が昭和50年前後

で既に40年以上経過しており、３施設とも老朽化のため建てかえが必要となります。認定こ

ども園を整備するには、奈良県の認可基準に必要な面積の基準適合審査があり、既存の幼稚

園、保育所の敷地面積では対応することはできません。既存施設の有効活用は確かに重要な

ことと認識していますが、認定こども園に関しては、既存施設で対応するとなると敷地面積

から２カ所の施設利用が必要となるため、建てかえや改修工事費、人件費など、長期で考え

るとより経費がかかることが予想されます。 

  事業実施年度はかなりの事業費がかかることが予想されますが、普通交付税措置の有利な

地方債を充当し、閉鎖後の施設については、基本的に売却を原則として考えていますが、今

後の社会情勢に合った対応をしたいと考えております。現在、計画を予定している候補地は、

馬見丘陵公園に続く緑道、また緑道を挟んで世代間、地域間交流の場でもある総合福祉会館、

豆山の郷が配置されており、閑静で自然豊かな場所であり、園児にとっては周辺環境への影

響もなく、安全性確保の観点からもこのようなすぐれた環境の中において、町立幼稚園と町

立保育所が合併した幼保連携型認定こども園を提供することが望ましいと考えています。 

  以上です。 

○総務部次長（木村光弘） はい、議長。 
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○議長（疋田俊文） 木村総務部次長。 

○総務部次長（木村光弘） 私のほうからは、特定規模電気事業者の電力の切りかえについて

のご質問にお答えしたいと思います。 

  東日本大震災以降、電力が不足し、この特定規模電気事業者である新電力会社がクローズ

アップされ、高圧50キロワット以上の電力契約ならば、新電力会社と自由に契約できること

となっております。新電力からの電力供給のメリットは、電力の利用形態によってコスト削

減となる点でございます。特に１日のうち、月のうち、あるいは年間で電力利用のピーク差

が大きいほどより大きなコスト削減が可能だということを聞いております。このようなこと

からも、一般電気事業者、いわゆるここらでは関西電力ですが、からの電気の供給を受ける

のではなく、電力調達入札の実施により、料金の安い特定規模電気事業者から供給を受ける

自治体が増えております。県内においても大和郡山市、橿原市、生駒市、桜井市、香芝市、

川西町などの団体が、新電力会社から供給を受けておられる状況でございます。 

  本町におきましても、コストの削減効果があるのか、保有する各施設の電力使用状況や事

業所の供給能力などの調査を行い、検討した上で、一般電気事業者を含めた入札による電力

調達を考えてまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○福祉政策課長（辰己 環） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 福祉部、辰己課長。 

○福祉政策課長（辰己 環） 私のほうからは、小規模多機能型居宅介護についてお答えさせ

ていただきます。 

  小規模多機能型居宅介護とは通いを中心にし、ご利用者の状態等に応じまして、訪問や宿

泊サービスを柔軟に組み合わせて利用ができるサービスでございます。また、利用される方

にとっては、住みなれた地域でなじみのスタッフ等から在宅で生活をサポートしてもらうこ

とができるサービスとなっております。また、河合町としましても、このサービスは必要な

サービスと考えておりまして、第６期の介護保険事業計画の中でも必要と考えておりますの

で、事業所の誘致を行っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（疋田俊文） 澤井企画部長。 

○企画部長（澤井昭仁） 私のほうからは、県と市町村の連携協定によるまちづくりについて

答弁させていただきます。 
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  奈良県では平成20年より合併という形態ではなく、奈良県独自の連携のあり方を県と市町

村とともに考えて、効率的で持続可能な行政を実行していくとし、県全体でいわゆる奈良モ

デルを推進しているところでございます。町もこれまで奈良モデルの中では例えば橋梁の長

寿命化について県と連携して実施、税の徴収強化、滞納整理あるいは基幹業務のクラウド化

を代表とする情報システムの共同化など、県と連携しているところでございます。 

  ご質問の県との連携によるまちづくりについては、今述べた奈良モデルの発想をもとにし

て、市町村のまちづくりの方針が県の方針と合致するプロジェクトについて、県と市町村で

連携協定を締結し、共同でプロジェクトを実施していこうというものでございます。具体的

には、県管理施設の改修や県有地の活用など、県事業と市町村のまちづくりを一体的に検討

し、効率的にまちづくりを行おうというものでございます。現在、８つの市と１つの町で締

結されております。町では、従来から町長のほか、町職員が県幹部職員と独自に人間関係を

築き、さまざまな交流や意見交換、議論や模索を行っているところでございます。これも大

きな県との連携の一つというふうに考えております。これらの議論や模索の中で、まちづく

りに関する連携協定を視野に入れていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○教育総務課長（杉本正範） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 杉本教育課長。 

○教育総務課長（杉本正範） ６つ目の小中学校の児童の安全についてということについて、

答弁させていただきます。 

  ベネッセの調べでは、携帯電話の所有率は小学生で30.6％、中学生で47.8％、高校生で

92.3％となっております。性別に見ると、女子のほうが男子より所有率が高まる時期が早く、

また、年齢が上がるにつれてスマートフォンの割合が高くなり、中学生で半数、高校生では

およそ８割がスマートフォンを持っているという現状でございます。近年、急速に普及して

いる携帯電話やスマートフォンは、緊急時の連絡やインターネットを使って調べ物ができる

など、大変便利な道具である反面、議員がおっしゃったように、その使い方を誤ると有害な

情報に接したり、犯罪やトラブルに巻き込まれたりする弊害もあわせ持っております。教育

委員会としましても、児童・生徒が学校への携帯電話の持ち込みを原則禁止としております。 

  また、学校外での携帯電話の使用に関して、児童・生徒への家庭には、学校を通じて携帯

電話の危険性や有害サイトに接続できなくするフィルタリング機能などについて啓発を行っ

ているところであり、児童・生徒に対してはあらゆる教育課程で関係機関との指導のもと、
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他人への影響を考えて使用することや、有害情報の対応などについて指導するとともに、い

じめの要因にならないように、正しい使用について説明しているところでございます。 

  加えまして、昨年５月のＰＴＡ総会では、「親子でうまく情報社会とつき合うには」をテ

ーマに講演が行われました。一定のリスクがあることを前提にうまく活用していくことが必

要であり、具体的な内容を交え、興味深くわかりやすく注意喚起はもとより、さまざまな情

報提供がございました。いずれにいたしましても、携帯電話が日常生活を営む上での必須ア

イテムであることは周知の事実でありますので、今後とも小中学生の携帯電話の使用につい

ては、学校、保護者と連携し、ルールやマナーの遵守を含め、適切な指導に努めてまいりた

いと考えております。 

  以上です。 

○７番（森尾和正） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 森尾議員。 

○７番（森尾和正） 今、質問しましたように、１番、財政。 

  何遍も言いますけれども、住民は財政に一番関心を持っています。僕の調べたところによ

ると、10年前の地方債は約149億ほどです。２年前の24年度、約８年間、149億が108億と40

億ほど減っています。これ順調にいっているな、河合町の財政いいな。ところが、２年前に

土地開発公社の約28億ですか、それが増えたんで、今は残高が増えています。ところが、そ

れは国の助けで30年返済でいけるから、毎年の返済でめどが立っています。全体を見れば、

財政健全化に取り組んで順調にいっています。しかし、住民はこの131億という数字を見た

らびっくりします。一番怖いのは、先ほども言いましたけれども、将来、人口が減るという

ことです。今の返済計画はうまいこといっていますけれども、人口が減れば崩れます。どの

ぐらいの人口であれば計画どおりにいきますか、お答えください。 

  ２番目、認定こども園。 

  今の施設は老朽化しています。いろんな面を考えて、場所の今おっしゃったところはいい

と思いますが、それは行政の考え方です。認定こども園にした場合、保育所に今行っている

人がほぼ新しい認定こども園に行くと思いますけれども、ニュータウンにある河合町の園児

はそっちへ行くかどうかはわかりません。人口減で子供は少なくなっています。やっぱりこ

の事業にはリスクがあると思いますけれども、できてみてがらがらということも想定されま

す。それについてちょっとお答えください。 

  それと３番、電気のことですけれども、これは、事業は前向きに取り組んでいくとおっし
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ゃいました。それで、もしカットできた場合、お金は住民サービスに還元しようと思います

か。 

  ４番、小規模多機能型居宅介護のことですけれども、この事業は近隣の市町村では行って

いますか。教えてください。 

  ５番目、県との市町村の連携協定のまちづくり、今は県の発信に従って一緒にしていくと

答弁されましたが、河合町には古墳群などの文化財がいっぱいあります。三宅町では古墳群

を町を代表する文化財として整備を視野に入れて、まちおこしにも活用して取り上げていく

という計画を進めています。そういう古墳群の文化財を拠点として、近隣の市町村と県と連

携して進めようとは思いませんか。 

  それと６番目、小中学校の児童の安全。 

  子供の深夜の出歩きは、夏休みの８月が多いと思っていましたけれども、調べると９月、

10月が一番子供の深夜の出歩きが多いという統計が出ています。そういう点も踏まえてどう

考えておられますか、お答えください。 

○財政課長（上村卓也） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 上村財政課長。 

○財政課長（上村卓也） ご質問いただきました公債費が高いということで、その部分につい

て、人口が減少する中いけるのかという質問だと思うんですが、それについてお答えさせて

いただきます。 

  確かにおっしゃるように、26年度末で131億4,591万1,000円ということで、高い額という

ことにはなっております。ただ、これまでも公債費の平準化ということで、例えば平成18年

度、償還額の平準化を図る、また22年から24年度、公的資金補償金免除繰上償還ということ

で、公債費の圧縮を図ったと。さらには26年度、県の健全化支援事業によりまして、年利

３％以上の部分の無利子の借りかえという形で、圧縮を図っております。今後もこのような

制度を活用しまして、公債費の圧縮に努めてまいりたいと思っております。 

○福祉部長（中尾博幸） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 中尾部長。 

○福祉部長（中尾博幸） 認定こども園につきまして、議員の考え方としまして、西大和ニュ

ータウンの利用がないのではないか、また、がらがらになるのではないかというのは、これ

は議員さんのお考えでございまして、私どもとしましては、住民の皆様のアンケート結果等

の中で要望がございましたので、それを踏まえて認定こども園を計画しているところでござ
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います。 

○総務部次長（木村光弘） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 木村総務部次長。 

○総務部次長（木村光弘） 特定規模電気事業者に乗りかえた場合に、効果による削減があっ

た場合、住民サービスに還元できるのかというご質問でございますが、当然、効果による削

減があれば、何のサービスとかそういう事業等は特定はできませんが、一般財源がその分電

気代として減るわけですから、それにかかわる分については、今、町がやっておる事業に対

してそちらのほうへ使うというようなことになりますので、大まかなことから言えば、当然

サービスも還元になっているということでないかとは思います。 

○企画部長（澤井昭仁） 議長。 

○議長（疋田俊文） 澤井部長。 

○企画部長（澤井昭仁） 私からは、県の発信に従ってというような従属的な関係でという答

弁は、申しわけありません、したつもりではないです。あくまでもフィフティー・フィフテ

ィーの関係で県とこれまでも連携してきましたし、これからも連携していくという意味でご

ざいます。 

○教育総務課長（杉本正範） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 杉本教育課長。 

○教育総務課長（杉本正範） ８月の出歩きよりも９月の夜の出歩きのほうが多い。その場合

どうするかということなんですけれども、何月にかかわらず学校と連携いたしまして、児童

に適切な指導を行っていきたいと考えております。 

○７番（森尾和正） 議長。 

○議長（疋田俊文） 森尾議員。 

○７番（森尾和正） １番の財政ですけれども、今年度の地方債は約７億円で例年より多いで

すが、それについて説明してください。 

  それと、２番目の認定こども園。 

  環境のいいところで、そういうのは理想と思いますが、アンケートによってそういうこと

も踏まえてとおっしゃいました。ところが、やっぱり町の再生というのは、町なかはやっぱ

りニュータウンです。ニュータウンに幼稚園はありますが、やっぱりそっちへ行ってしまう

とニュータウンは寂れるような気がします。町の再生、発展にはならないと思います。 

  ある市町村のことを調べましたけれども、そこのまちも寂れて商店街はシャッター閉まっ
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ています。ところが、そこの市の施設を市の中心部へばっと持っていって、そうすると人が

自然と来るようになり、２年間でシャッターの店もあくようになり、新しい事業者も来るよ

うになり、既存のところは２割売り上げが増えたと。人はやっぱり集まる中心部にも施設を

持っていったらいいんだな、それで効果が出ています。山の上では環境はいいんかしれませ

んけれども、やっぱり都会から河合町へ来ようかと思う人は、ニュータウンを見ます、学校

がある、幼稚園がある、病院ある。その面では、町の再生には逆行しているように思います

がどう思いますか。 

  今、６番目の子供の安全ですけれども、ちょっとはっきりわかりにくかったんですけれど

も、もうちょっと教育委員会が頑張っているところを具体的に教えてください。 

○財政課長（上村卓也） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 上村財政課長。 

○財政課長（上村卓也） 私のほうから平成26年度の地方債の発行額が高いということで、そ

れについてお答えさせていただきます。 

  まず、平成25年度は三セク債があったということで、それ以外、過去10年ということで見

ていただいているのかなというふうに思うんですが、そういうことでお答えさせていただき

ます。 

  地方債の発行額につきましては、毎年、事業内容、規模とか、あとそれによって借り入れ

る額とかいうのが異なってきます。26年度の高くなったという理由なんですけれども、25年

度から繰り越しておりました学校の整備、耐震化ということですけれども、その部分につき

まして5,850万ほど上がっております。また、先ほど申しました奈良県の財政健全化支援事

業ということで、借りかえを行っております。その分についても、１億510万円という部分

で地方債が上がっております。そのようなことで、前年よりは別として以前に比べて高くな

ったということになっております。 

  以上でございます。 

○福祉部長（中尾博幸） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 中尾部長。 

○福祉部長（中尾博幸） 今、議員の質問の中で、西大和ニュータウンが寂れておるんじゃな

いかというご意見がございますけれども、河合町におきましては、西大和ニュータウンだけ

ではございません。ほかの地域もございます。そういう意味でいいますと、今現在、計画を

予定しております候補地につきましては、河合町の中心部でございます。そういう面で、こ
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の場所に建設を計画していきたいなというふうに今考えているところでございます。 

○議長（疋田俊文） 井筒教育部長。 

○教育部長（井筒 匠） もう少し詳しくということでございます。 

  まず、課長が申し上げましたように、いわゆるＬＩＮＥ、ＳＭＳというんですか、私も余

り詳しくないんですが、要するにインターネットを介して情報を得る、こういうことが非常

に便利だということ、反対に森尾さんおっしゃるようにリスクがかなりあると。 

  ご質問の中でも触れられたんですけれども、アメリカの親子が13歳の子供にスマホを持た

せるときに、一定の約束事をしたと。その中には、長期利用をしてはだめだとか、これはい

ろんなリスクがありますよということを子供に聞かせて持たせたと。この内容についても、

学校は教材として子供であったり親御さんに情報としては提供しています。教育委員会とし

ても、さっき言いましたＰＴＡの総会の後に、否定はできませんから、上手に使うためにど

うしたらいいかということで、研修をＰＴＡ向けにさせていただきました。それ以降も幼稚

園も含め、そういう研修というか、話をさせていただく。当然、学校もそうです。プリント

を配るということもしてきました。 

  そんな中で、森尾さんおっしゃったように、寝屋川の事件、夜に徘回をしてしまう。ご質

問の中でも言われたように、親子の関係がうまくいかない。この辺については、当然スマホ

の長期利用というのか、そういうことも要因の一つかもわかりません。さっき申し上げたよ

うに、私どもの認識ですと、我々のときは子供が外へ深夜に出るということは、一定の注意

もしてきたし、子供もそういうことをしてきたかったように思います。 

  ただ、データとしてお子さんに限らないと思いますけれども、そういう深夜に徘回をする

ということが一般化している。一般化しているという言い方はちょっと語弊ありますけれど

も、どこにもいるような状況。そんなときに、やっぱり親との関係ということ、親御さんと

の関係、当然、学校もサポートしないといけません。河合町の取り組みでいいますと、やっ

ぱりそういう問題行動があれば、当然、親御さんとも話もしますし、学校へ来ていただく、

あるいは家庭訪問というようなことで、そういう問題を解決、何とかできるような形の取り

組みはしています。 

  ただ、そういう事案が増えていて、犯罪につながるんだということは、私ども認識してい

ますし、引き続きそういういわゆるインターネットにかかわる分の注意喚起もしていきます

し、今のような取り組みもしていって、親御さんがやっぱり主体的にそういうことを考えて

いただけるような形になればいいのかなと。私自身はそういうふうに思っています。 
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○７番（森尾和正） 議長。 

○議長（疋田俊文） 森尾議員。 

○７番（森尾和正） 今、１番の財政で説明ありましたけれども、そのときの借りかえとか事

業の内容によって変動があるとおっしゃいましたけれども、その次、26年度が７億円のがあ

りましたけれども、地方債は。例年より多いと言いましたけれども、ほんなら次の年は下が

りますか。ちょっとそれもお答えください。 

  それと、認定こども園。それはニュータウンだけが河合町ではない、そうおっしゃいまし

た。そやけれども、やっぱり外からいろんな人を呼び込むというのは、ニュータウンが顔と

思います。 

  それと、５番目の県との連携ですけれども、僕は文化財、古墳群を生かした河合町の発信

が大事と思います。 

  １つ僕の提案をします。県の馬見丘陵公園を生かし、池部駅前再開発は町が進めていた構

想です。池部駅前、ロータリーを開発し、池部駅を拠点として、そして人に河合町にそこを

拠点にして来てもらって、セミナーハウスのところを人のおもてなしの場とし、河合町だけ

やなく近隣の古墳群も視野に入れて、古墳群の歴史ツアーなどイベントなどを計画してまち

を発信し、活性化してはどうかと思いますがどう思いますか。 

○財政課長（上村卓也） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 上村財政課長。 

○財政課長（上村卓也） 27年度との比較はどうかということで、ご質問をいただきました。 

  その分につきましては、27年度、今の決算見込みということになりますけれども、５億

6,600万円ということで、約１億4,400万円減少しております。 

  以上です。 

○福祉部長（中尾博幸） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 中尾部長。 

○福祉部長（中尾博幸） 確かに西大和ニュータウン、この場所につきましては、大阪のベッ

ドタウンということで発展してきた地域であるということは認識をしております。ただし、

私たち行政としましては、河合町１万8,500人の方全体のことを考えて、行政を進めていく

というのが大前提でございますので、その辺はご理解願いたいというふうに思います。 

○企画部長（澤井昭仁） 議長。 

○議長（疋田俊文） 澤井部長。 
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○企画部長（澤井昭仁） まず、森尾議員がおっしゃっている連携というのは、県有施設を活

用し、町と一体的にまちづくりを整備しようというところでございます。森尾議員がおっし

ゃった県立馬見丘陵公園は、まさに県の施設でございます。私が申し上げているのは、まち

づくりの連携協定だけが連携協定じゃないと。町はこれまでもいろいろと県と協定をしてい

ました。連携協定をしていないからおくれているということではなくて、まちづくりの連携

協定も一つの手法というふうな位置づけでご理解いただければいいと思います。 

  １つ例を挙げさせてもらいますと、馬見丘陵公園については、町長が以前から四季折々の

花をという、そういう要望をされていました。それに呼応するように、当初はフラワーフェ

スタだけでしたけれども、今はチューリップフェア、ショウブ、ヒマワリ、あと冬のイベン

トができれば、これで春夏秋冬のイベントが完成するという形で、一つの例ですけれども、

県と連携して馬見丘陵公園のレベルアップを図っていただくという形をとっております。そ

ういう形も一つの連携だという理解をしていただきたいというふうに思います。 

○７番（森尾和正） 議長。 

○議長（疋田俊文） 森尾議員、あと１分でまとめてください。 

○７番（森尾和正） はい、わかりました。 

  一応、財政は住民が関心を持っていますので、人口のことはそのときそのときでやったら

いいと思いますので、河合町は財政健全化は予定どおり進んでいるということで、力強い答

弁をもう一回お願いいたします。 

  それと、県との連携です。町は古墳群の文化財に興味を持っていますか。そのことについ

てお答えください。 

○議長（疋田俊文） 福井総務部長。 

○総務部長（福井敏夫） ご質問についてお答えさせてもらいます。 

  17年度から健全化、実施してまいりまして、それなりの成果を上げてまいりました。今後

におきましても、議員おっしゃられるとおり、健全化に向けて努力してまいりたいと考えて

おります。 

○企画部長（澤井昭仁） 議長。 

○議長（疋田俊文） 澤井部長。 

○企画部長（澤井昭仁） 私のほうから答弁すべきかどうかわからないんですけれども、河合

町にある古墳、歴史遺産については、町民も広く知るところでございまして、郷土を学ぶ会

という組織が勉強会を開いたり、あるいは長屋王ウォークということで、町も後援しており
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ますが、年に２回開催しております。あるいは子供たちにもそのような講座を開いておりま

す。ですので、そのような認識を私も持っております。 

○議長（疋田俊文） 森尾議員。 

○７番（森尾和正） 財政のことは堅実にやっていくことを望みます。 

○議長（疋田俊文） もう時間ですので。 

○７番（森尾和正） 時間ですか。 

  これで、森尾の質問は終わります。 

○議長（疋田俊文） これにて、森尾和正議員の質問を終結いたします。 

  昼は１時半から開催いたします。 

  昼から副議長と交代いたします。 

 

休憩 午後 ０時３１分 

 

再開 午後 １時３０分 

 

○副議長（森尾和正） 再開いたします。 

 

────────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 池 原 真智子  

○副議長（森尾和正） ４番目に、池原真智子議員、登壇の上、質問願います。 

○８番（池原真智子） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 池原議員。 

（８番 池原真智子 登壇） 

○８番（池原真智子） 議席ナンバー８番の池原真智子のほうから一般質問をさせていただき

ます。 

  大きく１つ目に、前回の６月議会でも質問をいたしました認知症の人に対する取り組みに

ついてをお聞きします。 

  さて、なぜ引き続きの質問になったかといいますと、前回の指摘が全く生かされていない

のではないかと思えるような事態が起こったからです。理事者の方もご承知ですが、さきの
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６月議会以降にも相次いで認知症の方が行方不明となる事態が起こり、お一人の場合は最も

不幸な結果となってしまったという残念なことが起こりました。その際、本当にきちんとし

た対応がとれていたのかということを考えれば疑問が残りますし、もっと迅速な動きがあれ

ば、このような結果を招かなくても済んだのではないかとの疑念が拭えません。 

  言うまでもなくこの問題は、当事者やその家族の立場に立ち切って対応できるのか、また

その人たちをどこまで大切に考えているのかにかかっているのではないでしょうか。命の問

題でありますし、いわば人権の問題だとも言えるのかもしれません。その意味で一刻の猶予

も残されていませんし、真剣に早急なる対応を考えねばならない時が来ています。 

  こうした立場から、次の質問にお答えください。 

  ①介護認定を受けていない人も含めて、町内における認知症の人の推定人数を明らかにす

るとともに、65歳以上の人口に占める割合を教えてください。 

  ②６月議会では認知症対策の総合的な取り組みとして、地域ケアシステムの構築について

答弁されていました。これについての主な考え方及び内容について明らかにするとともに、

進捗状況を示してください。 

  ３つ目に、６月議会ではまた町職員の果たす役割の重要性についても確認してきました。

そのため認知症についての研修開催を求めてきたところですが、その内容及び開催実績につ

いてお示しください。 

  さらに、町行政内における対応マニュアルの作成も約束されていました。その内容も明ら

かにしてください。 

  ④徘回などで行方不明になった場合、一刻も早くその人を探し出すことが何よりも求めら

れています。そのためにも実際に機能し得る体制と対応策を早急に構築しなければなりませ

ん。考え方とその内容について示してください。 

  さらに、その一環として住民の協力も不可欠です。住民への啓発及び周知方法を明らかに

してください。 

  大きく２つ目に、既に質問がございましたけれども、マイナンバー制度について私のほう

からも質問をさせていただきます。 

  先ほどからも言われていますように、このマイナンバー制度は国内に住む全ての人に12桁

の番号を振り分ける共通番号、いわゆるマイナンバー制度がこの10月から始まります。行政

機関は主に社会保障と納税、災害時の支援金支給の手続に活用され、その後順次確定申告や

預貯金口座などと結びつけられるということになっています。 
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  政府は行政事務の効率化、税・社会保険料の適正徴収に役立てるとしており、国民にとっ

ては公的手続で役所窓口に行く回数を減らせるとしています。しかし一方、国による個人の

財産暴きであり、行政機関の監視を強める基本的人権の制限につながり、個人情報の流出の

危険など、国民の国による一元管理を強めるための制度であるとの批判も噴出しているとこ

ろです。 

  私自身も今回の制度実施は、大変危険なものであり、個々人の自由を国によって奪うもの

ではないかと考えています。恐ろしく怖い制度ではないでしょうか。 

  こうしたことを踏まえ、次の質問にお答えください。 

  ①先ほどからも回答の中でありましたけれども、再度マイナンバー制度の概要とこれにつ

いての町の考え方、スタンスを示してください。 

  ②制度そのもののメリット、デメリットもそれなりに明らかにされてきましたけれども、

とりわけ住民にとってのメリット、デメリットについて示していただきたいと思います。 

  ③システムの構築に当たっての総費用と町の負担額を明らかにしてください。先ほど若干

報告がございましたけれども、改めてお願いいたします。 

  ④個人情報が流出した場合、どのような対応をされるのか、その方法と誰が一体責任をと

るのかについて示してください。 

  以上、再質問があれば自席にて行います。 

○福祉政策課長（辰己 環） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） はい、辰己福祉政策課長。 

○福祉政策課長（辰己 環） 私のほうから、認知症の人に対する取り組みということで４つ

質問いただいております。そのうち３つ回答を私のほうからさせていただきたいと思います。 

  介護認定を受けておられない方も含めて、町内における認知症の推定人数及び65歳以上の

人に占める割合ということで回答させていただきます。 

  介護認定を受けておられない方も含めての人数把握というのは、大変難しいところであり

ますが、厚生労働省のほうから発表されております推計値がございます。65歳以上の高齢者

のうち何らかの認知症状がある状態の人数は、平成27年度では10.2％と推計をされておりま

す。この推計値に当てはめさせていただきますと、河合町の４月１日現在では65歳以上の方

が6,263人おられまして、この10.2％を当てはめますと639名の方が何らかの認知症状がある

と推計されるものでございます。 

  ２つ目としまして、地域包括ケアシステムの進捗状況とその主な考え方及び内容というこ
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とで回答させていただきます。 

  地域包括ケアシステムの考え方としましては、高齢者が可能な限り住みなれた地域で、そ

の方の有する機能に応じ自立した日常生活を営むことができるような医療・介護・予防・住

まい・生活支援が、一体的に提供できるようなシステムを構築するものという認識をしてお

ります。 

  河合町としましても、現在地域包括支援センターを中心に構築に向けていろいろな会議、

作業等を行っているところです。平成26年度には医療職と介護職等の連携を図るために、在

宅医療連携情報共有システムというのを導入させていただきました。また、29年度の総合事

業の開始に向け、現在西和７町での合同会議を開催させていただき、サービスやサービス単

価等のあり方についての検討会議を行っているところでございます。 

  ３つ目の認知症に関する町職員の研修実績と町行政内の対応マニュアルということですが、

研修実績としましては、福祉政策課の職員、地域包括支援センター職員並びにグループホー

ムの職員さんと、奈良県の平成27年度認知症サポートキャラバン事業のキャラバンメイト養

成研修に参加させていただき研修を受けてきました。そして、今年度中には認知症というも

のの実態を役場職員に対して研修会を開催したいということで、現在準備を行っているとこ

ろでございます。 

  対応マニュアルに関しましては、総合相談窓口であります地域包括支援センターにいろい

ろな情報が集約されまして、そして連絡者、対象者を確認させていただき、主な希望、相談

内容とかいろんなものを集約し、関係機関に連絡し対応させていただいているところでござ

います。 

○安心安全推進課長（森嶋雅也） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 森嶋安心安全推進課長。 

○安心安全推進課長（森嶋雅也） 私のほうからは、認知症のうちの行方不明の事案が発生し

た場合の対応についてお答えします。 

  認知症の方の行方不明事案が発生した場合は、安心安全推進課と福祉政策課、地域包括支

援センターなどが中心となり対応することになります。具体的な動きといたしましては、ご

家族や警察との連携、防災行政無線での協力呼びかけ、近隣町や奈良県地域包括ケア推進室

への協力依頼、職員、消防団、警察等による捜索活動などで対応しております。 

  地域住民への周知ということですが、ご家族やケアマネジャー等に行方不明になった場合

の対処方法についてのパンフレット及びマニュアルなどを作成し周知していきたいというふ
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うに考えております。地域住民の方々には、広報紙やホームページなどで認知症についての

知識の普及を図るとともに、違和感を覚える方を発見した場合にはすぐに役場や警察に連絡

していただくよう促していきたいと考えております。 

  また、職員に対しても常に意識を持ち適切な対応ができるよう、先ほど申しました研修会

を通じて徹底してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○総務部次長（木村光弘） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 木村総務部次長。 

○総務部次長（木村光弘） マイナンバー制度についての回答をさせていただきます。 

  まず、制度の概要とこれについての町の考え方ということでございますが、複数の機関に

存在する個人の情報を同一の情報であるということの確認を行うための基盤でありまして、

社会保障・税制度の効率性、透明性を高め国民にとって利便性の高い公平公正な社会を実現

するための社会基盤、インフラであります。 

  仕組みにつきましては、住民票を有する全員に一人一人異なる12桁の個人番号、マイナン

バーが割り当てられ、複数の機関間においてそれぞれの機関ごとに個人番号やそれ以外の番

号を付して管理している情報が、同一の情報であることを確認するために相互に活用される

ものです。 

  河合町としましてもこの制度の基本理念にのっとり、特定個人情報の取り扱いの適正を確

保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号の利用に関し地域の特性に応じた施策

を実施することにより、手続の簡素化による住民への負担の軽減、行政事務の効率化による

行政サービスの向上、またマイナンバーの活用によるこれまで以上の迅速な行政支援を行っ

てまいりたいと思っております。 

  ２つ目の住民にとってのメリットは何かということでございますが、住民にとっては年金

の受給、また雇用保険などの手続の際に、年金番号や雇用保険番号がわからなくてもマイナ

ンバーを表示することによって、行政が情報を得ることができるようになります。これによ

り今まで要りました添付書類の削減など行政手続も簡素化され、皆さん住民の負担が一応軽

減されることとなっております。 

  またこれらマイナンバー、今後の活用によりましては、行政機関が持っている自分の情報

の確認や、行政機関からさまざまなサービスのお知らせ等を受け取ることも可能ということ

になると言われています。 
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  続きまして、システム構築に当たっての経費をもう一度ということでございましたので答

弁させていただきます。 

  平成26年度におきまして1,278万6,000円、平成27年度では3,075万8,000円、計4,286万

4,000円のシステムの改修経費となっております。 

  次に、個人情報が流出した場合の対応方法と責任体制でございますが、これにつきまして

は、国における特定個人情報保護委員会が定めた特定個人情報の適正な取り扱いに関するガ

イドラインにより、現在策定済みの情報セキュリティーポリシーを遵守した特定個人情報等

の保護のために講ずる安全管理措置を定めなさいというぐあいに言われております。今現在

その安全管理措置を定めるに当たりまして内容等を検討しているところでございますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

○８番（池原真智子） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 池原議員。 

○８番（池原真智子） １つ目の認知症の人の取り組みなんですけれども、推定で平成27年度

で65歳以上の6,200人のうち639人というお答えをいただいたんですけれども、これは周辺町

に比べて多いのか少ないのか教えてください。 

  それと、地域ケアシステムでいまいちわからないんですけれども、中身が。例えば西和７

町でサービス内容を確認するとかという説明があったんですが、その前の段階の住みなれた

地域で暮らし続けられるためのシステムだという説明はあったんですけれども、ちょっと漠

然とし過ぎて私が理解できないのかどうなのかわかりませんけれども、その辺の点について

もう一度教えていただきたいと思います。 

  それから、対応マニュアルの作成も私が聞いていたのと若干中身が違うように思うんです

けれど、対応マニュアルは行方不明者が出たときの対応をどうするのかというマニュアルだ

というふうに私は理解していたんですけれども、そうではないみたいなんで、もう一度具体

的に説明をお願いします。 

  それと、４つ目の行方不明になった場合の対応なんですけれど、森嶋課長からお答えをい

ただきましたけれども、家族にパンフレットで周知するということと、それから住民には広

報等で周知をしていくということでいいんですけれども、認知症とは何ぞやということも必

要ですし、行方不明者がさっきも言いましたが出たわけですし、最悪の事態も結果としては

招いてしまったわけですから、そういう周知とか広報をする場合、例えば具体的にどういう
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対応をしていくのかとか、それからすごくシンプルにどこの誰にまず第一報を入れればいい

のか、それは家族にとっても住民さんにとってもですけれども、その辺のことについてどう

するのかということ。 

  例えば今回の場合、一番ネックになっていたのは、今回もそうですし６月議会の前にあっ

た事案でもそうですけれども、放送してもらえないということがすごいネックになっていて、

さっきも言いましたように、どれだけ迅速に対応するのかでその人が早く見つかるかどうか

が決まってくるわけですから、放送だけと違いますけれどもあらゆる手段を講じてその行方

不明者の捜索に当たるというのが第一義的な目的ですから、そのための手段として放送をど

うするのかということで、前回ならなかなか対応してもらえませんでしたけれども、例えば

当事者の家族に前もっていいですかと了解を得ておく、何だったらペーパーでちゃんと確認

されてもいいですからその辺のところを確認しながら、いざというときにすぐに放送できる

ような体制をぜひとっていただきたいと思うんですけれども、その辺のところについてもう

一度ご回答をお願いします。 

  それから、マイナンバーなんですが、すごい何か行政の効率化と住民の効率性みたいなと

ころで全面的に打ち出されているんですけれども、さっきも質問でありましたけれども、２

回広報で住民にお知らせされたということなんですけれども、一般的にはマスコミ等のニュ

ースを見ますと、なかなかマイナンバー制度それ自身が国民に理解されていないということ

が一つ大きなネックとしてあって、町としては広報でお知らせをされたということなんです

けれども、何が利便性や、何が効率やということをきちっとお知らせをしていかなければな

らないというふうに思うんですけれども、利便性ばかり追求して肝心なところが抜けていた

というふうにならないのかという心配があるんですけれども、例えば午前中も質問ありまし

たけれども、高齢者の場合の対応をどうしますか。 

  それから、そこに加えて障害をお持ちの方、例えば視力障害であるとか聴力障害のある方

とか、情報が入りにくい方々にとってマイナンバー制度をどうしていくのかということとか

というふうには考えておられるのかと思うんで、その辺のところをお知らせ願いたい。 

  それと、費用の面で午前中あったと思うんでちゃんと聞き取れてなかったんですけれども、

町の負担額はどれぐらいになったのかお知らせをしていただきたい。 

  それから、情報が流出した場合の対応なんですけれども、木村課長はセキュリティーの問

題を言われていましたけれども、アメリカとか韓国とかでは既に個人ナンバーが確立されて

いますけれども、それによって流出した情報によって、アメリカなんかでは３兆円の損害が
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出ているというふうに例えば言われています。日本だってあり得ないことではありません。

例えば企業、勤め先にマイナンバーを登録しなければなりませんし、扶養家族のナンバーも

登録しなければならないということで、膨大な情報が漏れるかもしれませんし、漏れるとし

てどうするのかという対応を考えていかなければならないというふうに思います。 

  その意味では、例えば年金の問題だって個人情報が流出したときにニュースにはなりまし

たけれども、流出した情報はどうしてくれるねんみたいなところが一切私はなかったように

思うんで、その辺のところも含めてこれは国に言うべきことですけれども、河合町的にも町

職員を通じてとかから漏れる可能性だってありますので、その辺のところをお答え願えたら

というふうに思います。その辺のところを再度お答えください。 

○福祉政策課長（辰己 環） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 辰己課長。 

○福祉政策課長（辰己 環） 私のほうから、認知症について近隣市町村との数、割合等が多

いか少ないかというご質問だったと思いますけれども、私答えさせていただいたのは、推計

値をもとに答えさせていただいておりますので、河合町は65歳以上の高齢者人口が多いとい

うことから見ますと、近隣市町村よりは認知状態がある方は多いというふうにお答えさせて

いただきます。 

  それと地域包括ケアシステムといいますのは、団塊の世代の方が75歳以上となります2025

年度をめどに、介護状態になられた方に対して、おおむね30分以内にその方に対しての必要

なサービスが提供されるようなシステムづくりをするということが基本となっております。

そして必要なものとしましては、医療とか介護とかいつまでも元気に暮らすための生活支援、

介護予防等を包括支援センターが中心となってそういうケアマネジメントをしていって、利

用者に対して利用していただくというものでございます。 

  そして、対応マニュアルにつきましては、私が先ほど言わせていただいた対応マニュアル

は、総合相談の窓口としての包括支援センターへの相談の対応マニュアル、流れを言わせて

いただきました。もし行方不明等がありましたら、安心安全推進課に連絡させていただき、

そして西和警察へ安心安全課からしていただくというようなマニュアルがございますので、

よろしくお願いします。 

○安心安全推進課長（森嶋雅也） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 森嶋課長。 

○安心安全推進課長（森嶋雅也） 今のマニュアルのお話ですが、今現在、ご家族や地域住民
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が一体となって対応するためのマニュアルづくりに取り組んでおります。安心安全推進課の

実務、福祉政策課、警察、福祉事業所、それぞれの実務というのがございます。そういった

もの、またはノウハウ、そういったものを持ち寄って慎重に進めていきたいと考えています。

具体的な対応をその中で定めていきたいと考えています。 

  ただ、ホームページなどですぐに対応可能な部分もございますので、そういったところは

先ほど議員のお話にもありましたシンプルな対応ということで、まず役場か警察に連絡して

くださいと、そういったことを徹底していきたいと考えています。 

  次に、防災行政無線の対応ですが、放送するまでに家族の意向の確認、例えば名前、居住

地の公表をしていいのかどうか、また特徴やいなくなった状況などそういったものを確認す

る必要がございます。その後、原稿作成から録音を経て発信という手順を踏みますので、相

応の時間が必要になるというところはご理解いただきたいと思っています。 

  ただ、初動対応の重要性というのは十分認識しておりますので、この時間を少しでも短縮

する努力をしたい。例えば事前に家族の意向を確認しておくのも一つですし、特徴、写真な

どをデータベース化しておくのも一つであろうというふうに考えております。その対応は進

めていきたいと思っています。 

  次に、６月、８月それぞれ事案がありましたが、６月の事案、職員が防災行政無線の放送

する、しないというのがありましたが、すぐ対応しているということはご理解いただきたい

と思います。８月の事案ですが、このときも職員がご家族との窓口となって対応しておりま

す。ご家族の意思意向に沿った対応を迅速にして対応しているというその点はご理解いただ

きたいと思います。 

  以上です。 

○総務部次長（木村光弘） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 木村次長。 

○総務部次長（木村光弘） マイナンバーでのご質問、広報関係での理解されていない方が多

いんじゃないか。また情報が入りにくい高齢者の方や障害者の方に対する広報ということで、

一応午前中にもお答えはさせておりますが、今現在庁内の担当者レベルでの調整会議を何度

かやっております。その中で当然、広報等周知しなければならないというようなことの課題

についても協議等しております。それらにつきまして、高齢者を担当している者もいれば障

害を担当している者もいますので、それらでどのような形で周知をしたらいいのかというの

を早急に検討して対応していきたいと思っております。 
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  あと町の負担額についてですが、もう一度経費について言わせていただきます。26年度

1,278万6,000円に対しまして補助金が994万7,000円、一般財源が283万9,000円。27年度にお

きましては、3,075万8,000円のうち補助金が2,177万3,000円、一般財源が898万5,000円。合

計4,286万4,000円、うち補助金が3,172万円、一般財源が1,114万4,000円となっております。 

  それともう一つ、漏れた場合のときの対応ということなんですが、先ほども言いましたよ

うに、法律上で安全管理措置をつくらなければならないと、これは当然国の機関、民間企業

もマイナンバーを利用するに当たりましては、全てが安全管理措置を講じたものを作成しな

ければならないと。その内容におきましては、組織的な安全管理措置とか人的安全管理措置、

物理的安全管理措置、技術的安全管理措置等の内容を踏まえなければならないとなっており

ます。当然漏れたときの組織体制とか情報漏えい等の事案に対する体制、事務担当者等の監

督教育等いろいろな部分について安全管理措置の内容等を含めたものを作成、つくることに

なっておりますので、それは今現在内容等を検討しているところでございますので、ご理解

のほどよろしくお願いいたします。 

○８番（池原真智子） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 池原議員。 

○８番（池原真智子） 認知症の方の対応で、辰己課長、高齢化率が高いから認知症の方も当

然多くなるのではないかという答弁で、だからこそきちんとした対応を考えていくべきだと

いうふうに私は思います。 

  ちょっと聞きたいんですけれど、地域ケアシステムと介護保険とはどういう関係性になる

のかと今お聞きして思ったんですけれど、その辺についてお答え願いたい。 

  それから、対応マニュアルについて福祉政策課は安心安全課というふうにお答えになって、

誰が中心になるのかという思いがしたんですけれども、どちらにしろ行方不明者の場合だけ

ではありませんけれども、認知症の方だけではもちろんありません。子供さんの場合だって

障害をお持ちの方だって行方不明になった方ももちろんおられるんで、その辺のところもカ

バーできるようなマニュアルを、今さっき関係課おっしゃいましたけれども、きちんと対応

してもらいたい。 

  せやからさっき森嶋課長がおっしゃいましたけれども、連絡先とか通報先とか防災無線を

やってほしいということも含めて、役場っておっしゃるんですけれど漠然とやっぱり私はし

ているのではないか。慌てていますから、家族にとっては。せやからぱっと浮かぶような番

号を、ここへ誰にというふうな広報周知をされるべきだと思いますし、それは家族だけでは
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なくてもちろん見つける側の住民にもきちっと知らせておく、その辺の対応について再度お

答え願いたいと思います。 

  それから、マイナンバーなんですけれど、私はこれ利便性やら効率性やらということで国

も宣伝をしていますけれども、結果として一体誰のための何のために導入される制度なのか

というのが、考えれば考えるほどわからなくなるんです。確かに便利にはなるでしょう。せ

やけどその前に住基ネットだってあって、住基ネットもほとんど発行枚数が少なくてなかな

か利用されにくい中で、このマイナンバー制度で利便性を強調したとしても浸透するのか。

強制的に番号が割り振りされて、マイナンバーを書かないと手続ができませんみたいなこと

になっていくから、大変なことになるんですけれども、一体誰のための何のために導入され

るのかについて、わかればぜひ教えてもらいたいというふうに思います。 

  それは、さっき費用のことでお聞きをしましたけれども、結局町の一般財源から持ち出す

のが1,000万円余り、そこまで費用を負担してかけなければならない制度なのかというふう

に思うんですけれども、その点についてお答え願えますか。 

○福祉政策課長（辰己 環） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 辰己課長。 

○福祉政策課長（辰己 環） 地域包括ケアシステムの介護との関係ということでございます

が、この地域包括ケアシステムといいますのは、住民の方が重度な介護状態になっても住み

なれた地域で人生の最後まで暮らせるためには、どんなふうにしたらいいかということが基

本となってくると考えます。そしてその中で、介護保険制度も利用し医療も利用しというこ

とで、今現在では医療と介護の連携性が余り、お医者さんはお医者さん、介護のケアマネは

ケアマネで情報をやっぱり交換しないと、その本人の方にとっていろんなサービスが連携し

たものとならないというところがございますので、この包括ケアシステムを構築できたら、

医療も介護もそして一般生活支援とかもつながっていくというようなシステムづくりをして

いくというものでございます。 

  そして、介護保険は介護保険のサービスはその中にございます。その連携性を大事にして

地元で暮らしていくというようなシステムを構築していくために、市町村がどんな役割をす

るかということを今いろいろ検討させていただいているというところでございます。 

○安心安全推進課長（森嶋雅也） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 森嶋課長。 

○安心安全推進課長（森嶋雅也） 行方不明のマニュアルですが、安心安全推進課、福祉政策
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課ともに中心になって進めていくというご理解をいただけたらと思います。例えばそれぞれ

安全安心推進課でしたら警察との連携が強うございますし、福祉政策課にしましても福祉事

業所、もしくはケアマネジャー、ヘルパーさん、そういった方との連携が強いので、それぞ

れの実務、ノウハウを持ち寄ってともにマニュアルづくりに取り組んでいきたいと考えてい

ます。 

  当面の連絡先ですが、河合町役場の代表に電話していただいたらすぐに対応できる体制に

なっております。また警察のほうは、西和警察署、ホームページ等には具体的にその番号を

入れてすぐに連絡できるようにしておきたいと考えています。 

  以上です。 

○総務部次長（木村光弘） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 木村次長。 

○総務部次長（木村光弘） マイナンバー、誰のため何のためだということでございますが、

当然マイナンバー制度、最初に制度の概要という形で説明しましたように、社会保障・税制

度の効率性、透明性を高めやはり国民にとってのためのものである。利便性の高い公平公正

な社会を実現するためのインフラ整備でございます。誰のためというと国民のため、それに

よりましていろんな手続等、行政が効率化になっていくと言われております。 

  当然マイナンバー利用によりまして、今後いろんな利用拡大というのが今後将来出てくる

だろうと思います。それらによりましてマイナンバーに附属する個人カードの利用によりま

しては、かなりの住民さんには利便性が出てくるんではなかろうかと思っております。 

  それと費用が、一般財源で1,100万円をかけてやるほどのものではないだろうかというこ

とでございますが、当然費用につきまして全部が補助ということは10分の10ということはな

い。３分の２の補助というような部分もございまして、国が定めた法律に基づいて町が行っ

ていくわけですので、これが1,100万円というような形での町での一般財源というのは出て

おりますが、今後のことを思えば利便性等を図る、また住民へのあらゆるサービスができる

ようになれば、この構築費用も1,100万円というのが出ても、それは仕方ないというか、そ

れはそれで利益が行政にとってはあるんだろうと思っております。 

○８番（池原真智子） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 池原議員。 

○８番（池原真智子） 地域ケアシステムは、もちろん前回６月議会のときに認知症問題につ

いて質問させていただいたときに、回答を得たということでもちろん認知症対策もカバーす
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ると思うんですけれども、医療と福祉みたいなところで一元化していくということでお答え

いただきましたけれども、それは一人一人をデータ化してどんなサービスが必要なのかを考

えるということなのかどうか教えてほしいのと、それから地域ケアシステムというのはいつ

きちんとした形で公表されるのか教えてほしいんです。 

  それから、認知症の行方不明の人のためのマニュアルですが、それもきょうにでもまた行

方不明者が出るかもわからないという認識のもとでお答えいただきたいんですけれども、い

つごろ完成、早急なる対応が必要ですけれども、いつできるのかを教えてください。 

  それから、役場の代表にかけてもらったらという森嶋課長のお答えがあったんですけれど、

それは電話交換の人に言えばすぐつないでもらえるということなのか、その点について教え

てください。 

  マイナンバーについては、なかなか木村次長がお答えにくい質問を私のほうがしているん

ですけれども、どちらにしろ私は先ほど利便性とか効率性ということでお答えをいただきま

したけれども、その辺だけをとってみるならば、マイナンバーなんて要らないのではないか

という立場を今でも持ち続けているんです。しかしながらもうこの10月から始まるというこ

とで、強制的な制度だというふうに思うんですけれども。 

  さっきも言いました、だとすれば障害をお持ちの方とか今から検討していくということで

すけれども、スタートラインを一緒にしなければなりません。高齢者であったって障害を持

っていたとして健常者であったって、スタートラインは一緒の立場にとって立たなければな

りませんし、その人たちが不利益をこうむるということは絶対に私はあってはならないとい

うふうに思いますので、早急なる検討が要ります。その辺について再度お答えください。 

○福祉部長（中尾博幸） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 中尾部長。 

○福祉部長（中尾博幸） まず私のほうから、医療介護連携ということでお答えをさせていた

だきます。 

  これにつきましては、河合町の住民の方で基本的にこうした方は一応介護を受けておられ

る場合、例えば多くの方が疾病を持っておる場合がございます。その場合につきまして、医

療の現場と介護の現場がこれはまちまちの例えばサービス、治療をしておっては、これはぐ

あい悪いという中で、今回平成26年度に県の補助金をいただきまして、カナミックというん

ですけれどもコンピューターの中で情報を共有しようと。基本的には皆さんの情報を医療機

関もそれから介護事業所もそれから地域包括支援センターも含めまして、共有しながらこの
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システムにつきましては、リアルタイムにその辺の情報は共有できる、動画もできるという

ような機械でございます。その中で住民の皆さんの介護医療の情報を共有しながら、住民の

方のサービス提供につなげていきたいというふうに今考えております。 

  それと総合支援事業、これにつきましてはたくさんの項目がございます。基本的には平成

29年度を目標に、その項目につきまして各市町村でできる部分について構築をしていくとい

うふうになっておりますので、河合町もそこを今現在どの部分ということにつきまして、い

ろいろ近隣とも調整をしながら検討しているというところでございます。 

○安心安全推進課長（森嶋雅也） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 森嶋課長。 

○安心安全推進課長（森嶋雅也） マニュアルの作成時期ですが、まず警察に過去の取り組み

があるのかどうか、それをマニュアルの有無を確認したいと思っています。あればそれをベ

ースに進めて短時間にできるかと思っていますが、なければ警察、福祉部局共同して作成に

取り組む必要がございますので、若干時間はかかるかなというふうに考えています。 

  ただ議員ご指摘のように本当に今起こるかもわからないということですので、まずは先ほ

どの役場か警察に連絡を入れてほしい。そこを徹底して伝えていきたいと思っています。役

場に連絡があった場合、交換が代表でとることになるんですけれども、すぐに安心安全推進

課、もしくは福祉政策課につなぐように、その点は徹底しておきたいと考えております。 

  以上です。 

○総務部次長（木村光弘） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 木村次長。 

○総務部次長（木村光弘） 情報が入りにくい方への早急なる広報、周知の検討という形で、

皆さんとスタートラインが同じでなければならんというようなご質問でございました。 

  当然通知カード、10月５日以降から皆さんのほうへ一応配布、郵便等で配ることになりま

す。それに基づいて来年１月からカードの交付申請というようなことが始まります。当然そ

の交付申請までの間に、このような形で高齢者の方とか障害者の方に対する周知等を何らか

の形で図りたい。それにつきましては先ほど言いましたように、担当者の会議がありますの

で早急に開きまして、どのような内容で皆さんに広報周知をすればいいのかというのを検討

して、早速そういうのに取りかかっていきたいというような形でお願いしたいと思います。 

○８番（池原真智子） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 池原議員、あと１分ですのでまとめてください。 
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○８番（池原真智子） ケアシステムについては、またおいおい教えていただきたいというふ

うに思うんですけれども、対応マニュアルについてはちょっと時間がかかるということなん

で、課長がおっしゃいましたようにすぐにできること、広報に載せるとかというふうなこと

を早急に対応していただきたいというふうに思います。 

  それからカードについては、通知がこの５日から始まるんですか。５日から始まるんです

けれども、相談窓口というのを設けはるんですか。多分混乱します、行ったら。その辺のと

ころについてどうなのかだけお答えください。 

○総務部次長（木村光弘） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 木村次長。 

○総務部次長（木村光弘） カードにつきましては、順次10月５日から、これ全国統一で全国

に皆配られる。国の機関から一応配布されるという。 

  今私ども郵便局のほうにちょっとどれぐらいの期間で来るのかと聞いたところ、河合町10

月中旬過ぎぐらいから多分皆さんのほうに手に渡るだろうと。10月末までには全てのほうに

配布をというような形で郵便局のほうはそのようなご返事をいただいております。 

  そこで相談窓口につきましては、当然交付がされ交付申請されればいろんな聞きたいこと

とかございますとは思います。ただ枚数にも制限がありなかなか一度には殺到されないとい

うようなことも考えられますので、今のところはその相談窓口的を新たに場所を設置しよう

とは今のところ考えてはおりませんが、それに伴う対応につきましては電話等の対応につい

ては当然総務課なりまた窓口の住民福祉課のほうで、個々に対応というような形での相談を

受けたいと思っております。 

○８番（池原真智子） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 池原議員。 

○８番（池原真智子） 最後に質問しますけれども、今相談窓口は設けないということなんで

すけれども、混乱したらどうするんですか。その辺だけお答え願って私の質問を終わります。 

○総務部次長（木村光弘） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 木村次長。 

○総務部次長（木村光弘） カードの配布ということで、何分今回初めてということで、前回

の住基カードにおきましてもそういうような混乱的なものは見当たらなかったと思っており

ます。 

  ただ、もしたくさんの問い合わせ等、何人も問い合わせという形で窓口に来られましたら、
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当然その場で総務課の職員なりも応援に行きまして、それなりの対応に当たり、その後続く

ようであれば、何らかの窓口等も検討を視野に入れなければならないと思っております。 

○副議長（森尾和正） これにて、池原真智子議員の質問を終結いたします。 

 

────────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 岡 田 美伊子  

○副議長（森尾和正） ５番目に、岡田美伊子議員、登壇の上、質問願います。 

○１番（岡田美伊子） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） はい、岡田美伊子議員。 

（１番 岡田美伊子 登壇） 

○１番（岡田美伊子） 議席１番、岡田美伊子でございます。通告に当たりまして一般質問さ

せていただきます。 

  子ども子育て支援制度に求められる保育、学童保育について。 

  学童保育は共働き家庭やひとり親家庭の自主的な保育活動として始まったとされ、共働き

家庭の増加と核家族化の進行で鍵っ子が増加したことから、放課後児童を保育する需要が高

まり、1998年に児童保育法に基づく放課後児童健全育成事業に行う第二種社会福祉事業とし

て法制化されました。2012年子ども・子育て支援法が制定され児童福祉法が改正されたこと

で、2015年４月から学童保育の対象が小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童から６

年生までに変更されたのですが、河合町ではいまだ３年生までとなっております。 

  働いている親御さんから、６年生までにならないのですかという声をたくさんお聞きしま

した。放課後子供が自分らしく豊かな時間が過ごせて、親が安心して働ける環境をつくるこ

とが大事だと思います。 

  最近子供がかかわる事件が多発していることから、河合町としても子供の安全のために学

童保育にも力を入れていただきたく、以下２点についてお伺いします。 

  １番目に来年度の学童保育の申し込み状況と待機児童の有無についてと、２番目に学童保

育の対象年齢を６年生まで引き上げる考えと時期はいつになるかということをお聞きしたく

思います。 

  再質問があれば自席にてお伺いします。 

○福祉政策課長（辰己 環） はい、議長。 
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○副議長（森尾和正） 辰己福祉政策課長。 

○福祉政策課長（辰己 環） 私のほうからは、学童保育についてお答えさせていただきます。 

  現在は学童保育の運営としましては、通常時は１年生から３年生までで、長期休暇中、夏

休みとか冬休み等には４年生以上の児童を加えて学校の開き教室を利用させていただき、学

童保育をさせていただいております。また、近年の社会情勢や保護者の就労状況などからも、

通常時にも４年生以上の預かり保育を希望されているということは認識しておりますが、町

としましても通常時に６年生までの預かりを行っていくには、低学年と高学年を同じに保育

することや、指導員の数や受け入れ教室の数など問題点もありますが、受け入れについて検

討していきたいというふうに思っております。 

  そして、申し込みの人数ということですけれども、27年度はまだ確定しておりませんので

来年度はまだなんで、今年は通常時は97人の学童保育の申し込みがございました。 

○１番（岡田美伊子） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 岡田美伊子議員。 

○１番（岡田美伊子） ありがとうございます。一応前向きに考えてくれているということな

んですけれど、やっぱり指導員の人材確保と育成についても考えていっていただきたく思い

ます。やっぱり今いろんな事件が多いんで、一日も早くよろしくお願いします。 

  以上です。 

○副議長（森尾和正） これにて、岡田美伊子議員の質問を終結いたします。 

 

────────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 大 西 孝 幸  

○副議長（森尾和正） ６番目に、大西孝幸議員、登壇の上、質問願います。 

○２番（大西孝幸） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） はい、大西議員。 

（２番 大西孝幸 登壇） 

○２番（大西孝幸） 議席番号２番、大西孝幸が通告書に基づき質問いたします。 

  マイナンバー制度施行に伴うセキュリティーについて質問いたします。 

  先ほど来からマイナンバー制度についていろいろとお話がありました。重複するところが

ありますので、簡単に質問させていただきます。 
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  マイナンバー制度は10月から事務が開始され、マイナンバーという個人番号が順次国民全

員に通知されます。2016年１月から希望者にカードが発行されます。この制度は行政の効率

化や個人の手続の軽減と官民が情報を共有できるというメリットがある反面、リスクもある

と言われております。近年、最近では年金の情報の漏えい問題がありました。これは送られ

てきた添付ファイルをその担当者が開けてウイルスに感染、そして情報が漏れたという経緯

がありました。 

  この制度は、先ほど来も議員も言われていましたけれども、税・社会保障・災害等３分野

が最初は運用されることです。そこに住民情報等がもちろん入っていますし、今後は健康保

険証にかわるもの、パスポート番号、キャッシュカード等の情報が付加されると言われてお

ります。これらの情報が漏えいすれば多岐にわたり悪用される可能性があることから、セキ

ュリティーについてどのように認識し対策を考えられているか、回答をお願いします。 

  再質問があれば自席にて行います。 

  以上です。 

○総務部次長（木村光弘） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 木村総務部次長。 

○総務部次長（木村光弘） マイナンバー制度に伴うセキュリティーについてということで、

対する認識と対策についてお答えさせていただきます。 

  マイナンバー制度におけるマイナンバーは、強力な個人識別機能を有しているため、マイ

ナンバーを内容に含む個人情報には厳格な保護措置を定めなければならないことは十分認識

しております。町が保有する特定個人情報についても、保護の措置を行うため行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、番号法による特定個人情報の

保護措置の趣旨を踏まえ、同様の措置を行うことが求められていることから、本町におきま

しても特定個人情報の適正な取り扱いを確保するために、現行の河合町個人情報保護条例の

改正を今定例議会に上程させていただきました。 

  当然マイナンバー制度導入で心配されておられるその個人情報の漏えい、プライバシーの

問題等でございますが、また余りにも多くの情報がひもづけされて、万一流出してしまった

場合のリスクも大きくなるようなことも考えられます。このことに対するセキュリティー対

策につきましては、午前の馬場議員のご質問についてお答えさせていただいておりますので、

まことに申しわけございませんが省略させていただきたいと思いますので、ご容赦願いたい

と思います。 
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  その他のセキュリティー対策、町としましても先ほど年金機構の情報漏えいの事故という

こともおっしゃっておりましたので、それに対しての基幹系システムをインターネットの回

線から完全に切り離すというような改修も既に行っております。また不正アクセスを防ぐた

めのファイアウオールの増設や見直しなどの改修などの対策も行っておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

○２番（大西孝幸） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 大西議員。 

○２番（大西孝幸） 今お答えしていただきました内容とは別に、ちょっと朝から回答があっ

たことについて１点ちょっと確認したいんですけれども、マイナポータルサイトを開設され

るということなんですけれども、パソコンを介して確認するんですけれど、パソコンを使え

る人、ある人はそれで確認できますけれども、お年寄りとかパソコンがない方の確認につい

てはどのように考えておられるか、回答をお願いします。 

○総務部次長（木村光弘） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 木村次長。 

○総務部次長（木村光弘） マイナポータル、平成29年１月から稼働でき皆さんの自宅でイン

ターネットをつなげてあるパソコンであれば、自分の情報が確認できるということでござい

ます。 

  今ご質問、高齢者、障害者の方でパソコンがない方についてはどうなるのかというような

ことでございますが、このことにつきましては、国のほうでは公的機関等に端末設置を予定

しているというぐあいに回答を得ております。これらの動き、各市町村単位にもおきまして

そのようにするようにというような指導が来て、また補助等があるのかその辺の国の動きを

見ながら、そういうことがあれば当然やっていきたい。 

  ただ、もしそのような補助的なこともないというようなこともあれば、町としても高齢者、

障害者、パソコンのない方に対して確認できるように、町自体も出先とかにもパソコン等が

あります。ネットにつなげておればそれらを確認することができますので、当然国の動きも

見ながら町としてもそのような導入もというような形でも今後検討したいと思っております。 

○２番（大西孝幸） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 大西議員。 

○２番（大西孝幸） このマイナンバーが非常に個人にとって大事なものであります。一たび

情報がウエブサイトでウエブ上で流れますと、日本を超えて世界に自分の情報が行ってしま
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うということがありますので、ハード面とソフト面においてさらなるセキュリティーの強化

と、担当職員のみならず職員全員の研修の必要性を行っていただくことを期待して、私の質

問を終わります。 

  以上です。 

○副議長（森尾和正） これにて、大西孝幸議員の質問を終結いたします。 

 

────────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 清 原 和 人  

○副議長（森尾和正） ７番目に、清原和人議員、登壇の上、質問願います。 

○３番（清原和人） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） はい、清原議員。 

（３番 清原和人 登壇） 

○３番（清原和人） 議席番号３番、清原和人です。通告に基づいて一般質問をさせていただ

きます。 

  今河合町では、人口が１万8,500人を割りました。人口減を食いとめるためには、若い世

代を中心に河合町に来ていただく必要があります。 

  若い世代は特色ある学校教育、安心安全な教育環境を期待しています。また、魅力ある河

合町にしなければならないという多くの町民の声があります。それが実現できれば、再び元

気に満ちあふれた活気ある河合町になります。住民も増え税収等も改善されてゆとりある河

合町になると信じています。 

  人口減の対策の一環、切り口としての学校の問題と、魅力ある河合町の取り組みについて

本日質問いたします。 

  １つ目は、学校教育の消耗品費についてです。 

  幼稚園、学校現場の消耗品費が少ないため教員の自腹での対応や保護者負担が増えていま

す。以前学年当初に配られていました事務用品が配られず、教師の自己負担が強いられてい

ます。戸棚にも事務用品のストックはほとんどありません。また、学級担任になれば当座の

学級運営にマジック、セロハンテープ、ピン、のり、画用紙等も必要になります。その用意

がないため学級費、学年費として保護者負担になっています。 

  ある担任は、何年も赤ペンを支給してもらっていないという声を上げています。学習に使
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う紙も満足に配当されていません。それも保護者負担になっています。年度末の卒業文集の

作成では、インクやロールマスターの不足で困っている状況があります。各学校に配置され

ていますカラープリンターがあっても、インクが買えず学習活動に十分生かし切れていませ

ん。 

  また、保健室のばんそうこう等の医療品も少なく、手当てが満足にできないというそうい

う実態も養護教諭から上がっています。学校によっては学年末にトイレットペーパーが買え

ないというそういう話もかつてありました。 

  本年度の各学校に配当されています消耗品費の現状について、どのように認識されている

かお聞かせください。 

  以上のことから、教師のモチベーションが低下している現状もあります。またこれは悪い

うわさなんですが、河合町に転勤すると自腹を切らなければならない、そういう話も広がり

人事交流にも支障を来しています。それについてどのようにお考えですか。 

  ２つ目は、幼稚園、学校の修理、改善についてです。 

  安心安全の確保と教育に適した環境づくりは、教育活動を行うに当たって大きな基盤にな

ります。また保護者の熱い願いです。メンテナンスをしっかりすれば古くてもきれいで美し

い園、学校は多くあります。 

  教育委員会として耐震工事や修理、改善に力を注いでいただいていることには非常に感謝

いたします。しかし園、学校現場では、命にかかわるような危険な場所がまだあります。 

  雨漏りは多くの現場で大きな課題になっていますが、それ以外の例を挙げますと、河合幼

稚園では使用禁止のブランコがあったり、遊具の点検、改修が必要です。 

  第一小学校では南側のウッドデッキが朽ちたままになっています。またそれを見続けてい

る子供たちの心の荒廃も気になります。 

  第二小学校では校舎の老朽化が著しく、６年生の教室のベランダの上のモルタルが落ちて

います。非常階段は上の鉄筋が丸見えです。中庭のといカバーが２カ所落ちかけています。

図書室の蛍光灯から煙が出る、そういう事態になっているということも聞いています。窓の

パテがだめで窓、ドアもあきにくいところが多くあります。 

  第一中学校では、鉄の枠のガラス窓が多くあります。本館の２階廊下だけでもガラスが20

枚近く割れておりセロハンテープで補強されています。本館北側の通路は落下防止のため通

行どめにもなっています。 

  第二中学校では、窓枠のパテの劣化による落下の危険や、パソコン室のクーラーが壊れた
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ままになっています。 

  幼稚園、学校生活での大きな事故やけがが起きないような計画的、即効的、実効的な対策、

配慮がなされていますか。 

  他の市町村では、教育委員さんによる学校の教育内容を確認するための１学期の学校訪問

と、施設の現状確認をする２学期の学校訪問が実施されています。河合町でも施設の現状確

認をする２学期の学校訪問を計画されてはいかがですか。それについてどのようにお考えで

すか。 

  ３つ目は、魅力ある河合町の取り組みについてお聞きします。 

  人口減を食いとめるには、魅力ある河合町にしなければならないという多くの声がありま

す。６月の一般質問の後、役場の玄関を明るくしていただきました。またウオータークーラ

ーを設置いただきました。そういうことに対しては本当にうれしく思っております。 

  町民にとりましては、ちょうど夏祭りの燈花会のような目に見えるそういう取り組みが必

要だと考えています。燈花会は河合町の名物になりつつあります。 

  例えば河合町役場は高台にあり、奈良盆地から見えやすい絶好の場所に立地しています。

近鉄電車も横を走っています。車も通っています。観光客も歩いています。12月の役場の庭

園や庁舎をイルミネーションで飾り、すな丸くんを活用した元気のある河合町をアピールす

ることも一つの方法だと考えています。 

  それらの声に対する具体的な対策は行政として考えておられますか。またアクションは期

待できますか。そういう点でよろしくお願いしたいと思います。 

  再質問につきましては自席で行います。よろしくお願いします。 

○教育総務課長（杉本正範） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 杉本教育総務課長。 

○教育総務課長（杉本正範） 私のほうからは、１点目と２点目の学校教育の消耗品について

と幼稚園、学校の修理、修繕についてお答えさせていただきます。 

  まず、消耗品費につきましてですけれども、前回の質問の教材備品同様充実に努めている

ところでございます。幼稚園、学校の事務用品等の消耗品につきましては、必要な予算を配

当し適切に活用していただいております。また学校に確認いたしましたが、消耗品費が教職

員や保護者負担になっているようなことはございません。 

  これから来年度の予算策定の時期に入ります。教育委員会では10月に幼稚園、各学校から

要望を聞くためのヒアリングを予定しております。幼稚園、小学校の意見を反映させ一層の
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教育行政の充実に努めたいと考えております。 

  ２点目の幼稚園、学校の補修、修繕についてでございますが、危険な箇所につきましては

教育委員会の事務局の職員が頻繁に幼稚園、学校に出向き、気づいた箇所や要望のあった箇

所を点検確認しております。 

  ご指摘の幼稚園の遊具につきましては、現在対応しているところでございます。また第二

小学校のコンクリート片の落下のおそれがある箇所につきましても、改修のための予算を今

議会に計上させていただいております。 

  ということで早急に対応させていただきたいと考えております。 

  その他の箇所につきましても緊急性の高いものから順次修理、改修を行っていきたいと考

えております。 

  以上です。 

○企画部長（澤井昭仁） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 澤井企画部長。 

○企画部長（澤井昭仁） 私のほうから、魅力ある河合町の取り組みについて答弁させていた

だきます。 

  平成20年度から22年度まで冬に近鉄３駅前、池部駅については庭園についてイルミネーシ

ョンを以前は実施しておりましたが、平成23年度震災の影響から節電の要請があり、以降点

灯を中止しているところです。 

  イルミネーションの復活あるいは規模の拡大というものは、冬のイベントとして、華やか

で元気のある河合町を町内外にアピールできる見える手段の一つであるという認識はしてお

ります。 

  現在、人口減少対策のためのまち再生総合戦略を作成中でございます。議員のイベントそ

のものの提案、あるいは趣旨も含めて提案とさせていただきたいというふうに考えておりま

す。 

○３番（清原和人） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 清原議員。 

○３番（清原和人） ちょっと教育委員会のほうに一つだけちょっと確認したいことがありま

す。 

  消耗品が今大体各現場で足りているという、そういう答えが返ってきたんですけれども、

本当にそうなっているかどうかはまた各現場、足を運んでいただいて様子とかしっかり見て
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もらって、各学校現場が元気が出るようにとかサポートはしてほしいということは願ってい

ます。 

  それから、一つ確認したいのは、さっき学校訪問の件を提案しました。それは大体１学期

は子供たちの様子とか先生の様子、また学校の様子を確認するということで、教育委員さん

中心に学校訪問来ていただきます。それはそれで大変価値があっていいかなと思っています。 

  ただ先ほど細々言いましたけれども、各学校ではちょっと子供たちの命、またけがに伝わ

る、かかわるそういう部分もやっぱりあります。ただ教育委員会事務局だけでは到底対応で

きませんよね。それで教育委員さんたちにも実際そういうところをちょっと見ていただいて、

いろんな知恵をかりるというか、知恵をかりてどういうふうにしていくか、多分予算の関係

もありますので一遍にはできないのはわかっています。ただどういう順番でやっていくのが

一番いいのか、統合問題も６月でしたっけ、一般質問ありましたけれども、ちょっとなかな

か進まないということもお答えでありましたので、そしたら今ある園、学校現場をどのよう

に充実していくかというそういう観点に帰って対応してほしいと思っているんです。 

  今学期急にできないのはわかっているんですけれども、来年度そういう２学期の学校訪問

についてはどういうようにお考えか、ちょっとそれだけお聞きしたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○教育総務課長（杉本正範） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 杉本課長。 

○教育総務課長（杉本正範） 消耗品のことなんですけれども、聞く範囲においては足りてい

るということだったんですけれども、再度確認いたしまして、足りていないようでしたらそ

ういう充実に努めたいと思います。 

  それと学校訪問の件ですけれども、今はおっしゃるとおり１学期に１回、子供たちの様子

とか先生の様子を訪問させていただいているんですけれども、その件につきましては教育委

員会のほうにまた諮らせていただきまして、検討させていただきたいと思います。 

○３番（清原和人） はい、議長。 

○副議長（森尾和正） 清原議員。 

○３番（清原和人） 今答えていただいたように、教育委員会としてもしっかりまたサポート

お願いしたいと思います。 

  とにかく河合町の子供たちは、今大変頑張っていますので、そういう部分でより特色ある

というか教育活動をしやすいようにだけよろしくお願いします。 
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  それから、先ほど答えていただきましたように、町民のために少しでも魅力ある河合町と

か、今夢ビジョンも制定してもらってアクションをこれからしていくと思うんですけれども、

夢に終わらせないでしっかりアクションを一歩ずつしていく、そういうスタンスで今後の取

り組みを期待したいと思っています。 

  そういうことで質問を終わります。 

○副議長（森尾和正） これにて、清原和人議員の質問を終結いたします。 

 

────────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○副議長（森尾和正） お諮りいたします。 

  本日はこれにて散会したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

○副議長（森尾和正） 異議なしの声ですので、異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれをもって散会いたします。 

 

散会 午後 ２時４８分 
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